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損害保険業における競争政策に関する一考察
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はじめに

損害保険業は，その公共性故に政府規制が必要

であるとされ厳格な実体的監督を監督官庁より受

けてきた。しかし，全体的な政府規制産業の規制

緩和の流れに加えて国際的な圧力(1)によって損

害保険業でも規制緩和の実施と競争原理の導入を

図るべく， 1995，98年の2回に渡り，保険業法，損

害保険料率算出団体に関する法律(以下，料団法」

とする。)が大幅に改正され，損害保険業は一気に

規制緩和が進められることになった。

損害保険業においては保険業法の規制目的を補

完するために，私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律(，以下， ，~虫禁法」とする。)の適

用を独禁法の適用除外に関する法律(以下適除

法」とする。)と保険業法によって免除され，算定

会制度によって保険料率カルテル(2)が公認され

てきた。保険料率カルテル制度は保険制度の安

定・成長に大いに貢献し，保険会社の倒産を防止

することで消費者保護の面もあった(3)が，他方で

は業界全体が独禁法の適用除外になっていると

いった誤解をもたらしたり，損害保険の最終需要

者に利益が還元されているかわかりにくい状態に

なっていた。現実には各社一律の保険料率，ほぽ

同内容の保険商品の販売の中で保険会社間で激し

い契約獲得競争が行われていたが，その競争は新

商品開発や保険募集人の教育の充実といった消費

者に利益が還元される形よりも，広告や販売活動

の強化・代理屈網の拡大等といった形で現れるこ

とが多かったかもしれない。保険料率カルテルは

事業者に超過利潤を保証し，消費者利益を阻害し

ているという批判が根強引ヘ他の政府規制産業

と同様，損害保険業においても政府規制による弊

害が効率の低下という形で現れた。そこで，損害

保険業でも政府規制では実現できない効率化や技

術革新を促進する「競争}5)を導入する競争政策

が求められるようになった。

今回の損害保険業における規制緩和の目的は利

用者が内容と価格を比較しつつ商品やサービスを

選択することができるよう価格設定を自由化
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し(ヘ競争の促進を図り消費者利益を確保するこ

とにある。その理想的なプロセスは，保険業法・

料団法・適除法の改正による規制緩和，算定会改

革，独禁法の適用除外の縮小により，まず，新規

参入が促進される。新規参入者は既存事業者に挑

戦するため特定の市場に特化する等して価格設定

の自由化という競争ルールの変更を利用して消費

者に一番訴求力のある価格を引き下げる戦略を採

る。既存事業者はサービスの向上等でそれに対抗

する(九その過程で消費者は価格の低下やサービ

スの多様化という思恵を受ける。これらの消費者

利益を確保するためには改革後の参入競争，価格

競争，サービス競争を確保しなければならず，こ

こで独禁法の積極的適用の要請が出てくる。規制

緩和，制度改革がなされても必ずしも自由かっ公

正な競争が展開されるとは限らず，競争が確保さ

れて初めて競争の成果としての効率化の利益が消

費者に還元されることが期待される。損害保険業

は規制緩和前に価格カルテノレが公然と認められて

いたこともあって厳しい日で見られがちであり，

市場において自由かつ公正な競争が行われるべく

事業者は独禁法を遵守しなければならない。

損害保険業では従来より競争制限的な慣行があ

り，競争政策の強化にもかかわらず適用除外(8)や

規制も残っている。それらは規制緩和でどうなり，

どうあるべきであろうか。本稿では特に保険料率

や商品内容の競争に関連して，料率に関する情報

を事業者間で交換する行為，事業者間の保険の共

同引受行為，料率の事前認可制度，料率設定の前

提となる危険要因の区分に対する規制，そして保

険商品内容の標準化について触れる。尚，我が国

で損害保険業に対する独禁法の審決事例は 2件(9)

しかないため， EUにおりる保険業に対する競争

政策の例(10)やアメリカでも最も保険業に対して

競争促進的でかつ規制の強い立法が行われたカリ

フォルニア州の反トラスト政策の例(11)を不十分

だが交えつつ検討していきたい。

第 1章価格に関する情報交換

従来，損害保険業での価格に関する情報交換，



特に算定会保険種目については料団法に基づく正

当な行為として，また，交換主体となる事業者団

体に対しでも旧適除法により独禁法が適用されな

いことになっており，料団法により料率算出団体

を通じて会員会社に損害実績や会社経費などの統

計データの交換や提供が行われ，料率算出団体で

算出された料率の道守義務が課されてきた。しか

し，この度，算定会制度は改革され，適除法から

料団法に対する独禁法の適用除外条項が削除され

た。旧料団法10条の5第 l項の算定会料率の遵守

義務は廃止され，料率算出団体は付加保険料率(社

費等の部分)を除いた純保険料率(保険金の支払

いに充てられる部分)のみの道守義務のない参考

純率(12)と，付加保険料率を含めた遵守義務のない

基準料率(日)を会員会社に提供する制度へ移行す

ることとなった。この改正により，料率算出団体

のアウトサイダーは勿論，団体加盟会社間で付加

保険料率の料率競争，純保険料率部分についても

独自データに基づく料率競争が可能となった。

算定会制度改革によって価格競争が可能になっ

て独禁法の適用除外が外れ独禁法の監視下に入

り，それに伴って価格に関する情報交換のルール

も変わった。一般的には競争者間で価格や統計上

のデータを事業者団体を通して交換することは競

争制限のために利用され競争制限効果をもたらす

ことが多く，独禁法上の関心が集まる(川。しかし，

情報交換一般は事業者に多くの情報を与えて事業

活動を合理的にする効果があり，損害保険業では

保険会社が保険事故発生の予測の精度を高め適正

な価格設定をするために大数の法則が機能するよ

うな大量のデータが必要である。単独の事業者の

みではそのようなデータの収集が困難な場合が多

く，価格や統計データに関する情報交換を共同で

行うことが独禁法上問題とならない余地がある。

特に中小事業者や新規参入者にとって交換・提供

される統計データは，事業者の料率設定業務の効

率化を促進し，損害保険業への参入障壁を低くす

るなど競争促進効果がある。ここでは， EU，カリ

フォルニア州での保険料の情報交換に関する反ト

ラスト法上の取扱いに触れ，我が国での情報交換

損害保険業における競争政策に関する一考察

について述べる。

第l節 EUの一括適用免除規則

保険の価格である営業保険料は付加保険料と危

険保険料とに分けられ，更に後者を二つの要素，

(a)過去(頻度や請求件数)に関する統計的な証拠

に基づく保険商品の費用(支払保険金)をカバー

する事を目的とする純保険料と(b)将来(例えば，

頻度や請求件数に影響を与えそうな一般的な条

件)に関する予測の結果を含んで純保険料を上方

あるいは下方に修正する要素に分けて考え

る(15)0 (a)は引受リスクに応じでほぼどの保険会社

でも一致するが，(b)は予測という主観が入るため，

保険会社毎に分かれうる。

1.保険料率の算定に関する情報交換

委員会規則3932号2条で純保険料(上記(a)に該

当)の共同計算のための協定が適用除外されてい

る。しかし，データ交換した保険会社が保険料の

算定のためにそのデータを使用することを強制さ

れてはならないと 4条前段で規定されている。特

に有力な事業者を含む事業者団体がかかわってい

る場合，競争者聞の規則的な情報交換によって一

社の価格引き上げ行動がおそらく他社によって追

随されることが多く，通常の価格決定協定の効果

はそれによって繰り返されるというのが競争政策

当局の理解であった(16)0 TEKOケース(17)では情

報交換は必ずしも有害ではなく，リスク評価に関

連する情報交換をすることは個々でデータを収集

するのと比較して消費者利益のために保険者のコ

ストを縮減する効果があるとされ，委員会はその

後の Concordatolncendioケース(18)で特定のリ

スクの保険料水準の勧告に加えて火災リスクの統

計的な情報， リスク低減の方策に関する研究の情

報，そして外国市場に関する情報の照合や配分を

含む協定に適用免除を与えることになった(1九最

終的に最終料率決定の自由が個々の保険会社に確

保されていればよい。

2.共同研究

委員会規則3932号の2条(b)では「保険会社に関

係のない一般的な諸事情が保険事故の発生頻度も
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しくは発生規模に対して与えると見込まれる影

響酬に関する研究の共同実施J(上記(b)に該当)が

EC条約85条の適用除外になっている。第 l款の

純保険料のように客観的な要素のみではなく「予

測」という主観が含まれる要素であるが，新規参

入やリスクの評価が難しい市場で統計データの編

集を保険会社間で共同することは個々の保険会社

のノウハウの改善をもたらし個々の保険会社のリ

スクの料率設定を容易にするものであり，また，

この共同研究は将来の純保険料率を調整するのに

必要で，情報交換に参加する保険会社には関係な

い一般的な諸事情がリスクの頻度や規模に与える

影響に限定されていることから適用除外を受ける

ことになった(21)。

しかし，情報交換した保険会社が保険料の計算

のためにそのデータを使用することを強制されて

はならない(4条後段)。

3.適用除外の要件

委員会規則3932号 3条では第 1，2款の成果は

純粋に例示的であることが明示され，一般管理費，

安全率，準備金の運用益等その他のコストはそれ

ぞれ個々の保険会社ので算出しなければならな

い。また，プライスリーダー・シップを防止する

ために個々の参加会社が特定できるものではなら

ないと規定されている。

第2節加州反トラス卜・ガイドライン

保険会社聞の価格決定の共謀の一部を形成する

場合，情報交換は即違法である。価格決定の共謀

の一部を形成しない場合，情報交換が独立した違

法行為を形成するか否かについては交換される情

報の性質，情報交換の手続のメカニズ、ム，協定を

取り巻く経済的な実態によって異なる。

1.交換される情報の性質

予測純保険料率 (prospectiveloss cost)を算出

するには(a)historicalloss data， (b) loss develop-

ment factor， (c) trend factorというデータにより

将来の料率を予測する(問。

(I) 過去のデータ (historicalloss data) 

支払済み保険金(損害調査費を含む)と報告済
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み事故に対する準備金の未調整の過去のデータの

交換に関する協定は，提案 103号による加州保険

規則 1861.03条b項(I)にあるセーフ・ハーパー(問

のおかげで「支払済みの事故や報告済みの事故へ

の準備金に関する過去のデータを集めたり，編集

したり，配布したりする協定」として保険監督官

に届け出られる限り，州反トラスト法は適用され

ないとされている。カリフォルニア州司法長官の

見解では，届出も上記のセーフ・ハーパーがなく

ても単なる過去の統計で将来の価格決定に直接関

係がないものは反トラスト法上問題ないとしてい

る(2九特定の会社特有の情報や個別の市場，価格

戦略を明らかにする情報で，確証のある競争促進

的な理由がなかったり，価格共謀の証拠がある場

合は反トラスト法上問題を生じる。

(2) 最終的な支払備金を見積もるための調整(お)

(]oss development) 

提案 103号のセーフ・ハーパーに該当しないが，

必ずしも違法とは限らない。それは発行済みの保

険証券の損害予測という過去のデータの分析のた

めの保険数理上の技術であり，直接には将来の価

格決定には影響しないからである。しかし，.予

測・推定J という主観的判断要素を含み，調整後

の備金データは将来の価格設定の出発点であり，

間接的には将来の価格に影響する潜在性があり，

また，統計年の選択，ウエイトの置き方やデータ

の仕上げ方，信用基準の適用方法などの共同決定

は反競争的な潜在性があり，そのため，重大な反

トラスト法上の関心を生じさせる。

(3) 予測された損害原価にインフレその他の変化

を反映させるための調整(26) (trending) 

未発行の保険証券の価格(将来の価格)を設定

する保険数理上の保険技術で，.過去のデータ」の

分析と「予測された傾向」の分析に基づいたもの

であり，それは保険市場から競争の利益を奪うも

ので，将来の価格決定に直接関係するため，その

共同決定は反トラスト法上，原則違法である。

2.情報交換の手続のメカニズム

カリフォルニア州、|では届出された情報は公の情

報になるので，通常であれば競争会社から直接入



手できない情報を公然と入手でき，純粋に私的な

情報以外は公に交換されるならば問題ないという

政策をとっている。しかし，私的なデータ交換に

は反トラスト法が適用される。

また，提案103号は料率の届出に関して個別申

請のみを認めており，保険監督官が共同届出を求

めたり，認めたり，保険会社聞の料率調整や届出

のための料率算出団体の結成を認めるような権限

は廃止された。更に料率算出団体などが遵守義務

のない料率であっても共同で調整すると競争者が

市場で決めるべき価格に関する明示的な示唆と結

びっくので，最新の価格設定のデータを交換する

ことは違法となる。

3.協定を取り巻く制度状況

規制されていない自由な市場ならば競争的な市

場構造と市場行動が反競争的なデータ交換の潜在

性を抑制する。価格カルテルを結んだとしてもカ

ルテルを維持することが困難だからである。しか

し，事前認可制度など料率に対する規制が強いと

カルテル破りをしようとすると監督官庁に届出し

直さねばならず価格引き下げに時間がかり，特に

カリフォルニア州では届出された料率は公示され

他社に容易に追随されてしまうのでカルテル破り

のインセンティプは低いという状況にある。

4.料率算出団体の存在

加州反トラスト・ガイドライン上では，料率算

出団体と事業者団体を禁止しているわけではない

が常に反トラスト法上反競争的な潜在性を持つと

して関心を持たれている。禁止事項以外は共同出

資会社と同様の扱いを受けている。

5.連邦レベルでのマツカラン・ファーガソン法

の改廃法案

連邦レベルでの保険価格の情報交換に関する反

トラスト法上の扱いは，マッカラン・ファーガソ

ン法により保険業の反トラスト法からの全面的な

適用除外されているが，批判が強い。ここでは，

漸進的に適用除外を外すことを意図している改正

案について，参考までにセーフ・ハーパーとして

価格情報の交換について規定しているものにも言

及する。 1989年に下院に提出された Brooks-

損害保険業における競争政策に関する一考察

Edwards法案はセーフ・ノ、ーパ一条項として，

(a) historical loss dataの収集，まとめ，配布

(b) loss development factorの決定

(c) trend factorの決定(但し，法案発効日から

4年または 2年の経過期間内に限る)

(d) 取引制限を含まない保険数理サービスの実施

を提案していた(27)。但し.1990.94年の下院本会

議で廃案となっている。

第3節我が国での価格に関する情報交換

独禁法上問題となる情報交換は，-競争関係にあ

る事業者聞において，現在又は将来の事業活動に

係る価格等重要な競争手段の具体的な内容に関し

て，相互間での予測を可能にするような効果を生

ぜしめる場合J，，-構成事業者聞に競争制限に係る

暗黙の了解もしくは共通の意思が形成され，又は

このような情報活動が手段・方法となって競争制

限行為が行われてい」る場合(28)で，競争事業者間

の行為としては詳細に過ぎたり，あるいは他の事

業者の将来の事業活動の予測を可能にして価格に

ついての一致をもたらす場合には独禁法8条I項

1号違反となる(2九この度，旧料団法に対する独

禁法の適用除外が外される一方，新規参入者や中

小業者への情報提供の場面で料率算出団体が重要

な役割を果たし競争促進することを期待されてい

るが，料率算出団体の情報交換業務は独禁法の監

視の下，違反とならないように慎重な対応をとら

れなければならない(問。98年改正料団法で料率算

出団体の法的安定性を確保し，独禁法の適用除外

規定を必要最小限の部分について設けるととも

に，初めて料率算出団体の業務規定が置かれた(料

団法7条の 2)。情報交換における料率算出団体の

役割は変化しており，ここではその業務・役割に

ついて触れる。

1.参考純率の算出・提供(1項 1号)

「参考純率」とは料率算出団体が定めたリスク区

分に対応する予測純保険料率で，保険料の一部を

構成しており，料率算出団体が価格の目安となる

ものを提供することは事業者団体ガイドラインの

第二・ 1-(1)-3，-標準価格等の決定」に該当するお
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それがあった。しかし，参考純率はあくまで保険

料率の一部に過ぎず，遵守義務も課されていない

ので料率算出団体がこれを参考値として提示して

も独禁法には抵触しないと監督官庁と公取委の協

議の中で確認されたことから I参考純率の算出・

提供」が料団法で料率算出団体の正当業務として

規定され，法的安定性が確保された。

参考純率には会員から収集したデータを集計し

た実績統計に基づくものの他に未払い保険金等を

加味した保険金の支払傾向の推定値及び災害統計

や賃金・物価の傾向に関する外部統計を利用して

将来の変動要因を反映させること (trending)も含

まれるとされている(31)。しかし，上記で見たよう

にカリフォルニア州では将来の価格設定に直接関

係するという理由でtrendingもアドパイザ

リー・レートの調整も認められていない。それを

受けてカリフォルニア州やニュージャージー州

等， trendingを問題視している州では米国ISO(叫

もhistorica110ss dataのみを提供している。但

し，それ以外の州ではtrendingを含むアドバイザ

リー純保険料率を算出して会員に提供し， EUで

も共同研究の結果を使用することを義務づけなけ

れば一括適用免除の対象となっている。これに対

して我が国での独禁法，料団法，事業者団体ガイ

ドライン上，どのように考えられるべきであろう

か。 trendingは料団法上の「参考純保険料率の算

出」に該当するだろうが，この条項は独禁法の適

用を除外しているわけではなく料団法上の正当業

務であっても競争制限的効果が認められれば独禁

法の適用を免れることにはならない。そして，一

見， trendingは事業者団体ガイドラインの第二・

1-(1)-4 I共通の価格算定方式の設定J，9-1 I重要

な競争手段に具体的に関係する内容の情報活動」

に該当し，独禁法の違反となるおそれがあると考

えられる。しかし， trending自体は純保険料率の

正確な予測のための技術的な手法で，この技術を

共有・開発できることで保険会社は契約者にでき

るだけ確率の精度の高い純率を提供できる。しか

もtrendingは参考純率のー要素に過ぎず，参考純

率も契約者に最終的に提示される営業保険料のー
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部(純保険料率が営業保険料率の大部分を占める

ことはない)で遵守義務のないものとして認めら

れているので， trendingが保険料競争を実質的に

制限することにはならないと考えてもよいだろ

フ。

2.基準料率の算出・提供(1項2号)

自賠責保険と地震保険の基準料率については料

団法の 7条の 3の規定により独禁法の適用除外で

ある(33)。

3.保険料率の算出に関する情報の収集，調査及

び研究・提供(2項 1号)

この条文はいわゆるコンサルティング機能及び

データパンク機能を規定しているといわれるが，

具体的には算定会保険種目以外の保険種目につい

て会員会社から統計データを提出してもらい，

データに基づく保険統計の作成・提供を行うこと

等が挙げられる。しかし，強制的にデータの提出・

使用を行うと独禁法違反のおそれがあるので，あ

くまでも参画は「任意」である。

コンサルテイング業務として独禁法上問題とな

るのは I構成事業者聞に価格に関する共通の具体

的な目安を与える価格算定方式を設定し」価格決

定に代わるものである場合(叫，統一的な基準等を

示す方法により原価計算の指導を行うことを通じ

て価格の一致をもたらす場合同は独禁法違反と

なる(36)。

データノfンク機能として付加保険料率の提供す

ることについては，各社で異なるはずの社費やそ

の他手数料などを各社一律に遵守させるのは競争

を制限することになるとの趣旨から今回の改正で

独禁法の適用除外や料率算出団体の業務規定から

は外れてしまった。しかし，監督官庁と公取委と

の協議の結果 7条の 2第 2項第 1号により社費

中の一部の費用(営業費・損害調査費)及び諸手

数料(代理屈手数料，募集費，集金費等)につい

て，実額を担保項目別・物件別・種目別に収集し，

集計して会員に提供することが可能となっ

た(3九 ISOも過去数年間分の全米ベースの社費実

績を参考資料として提供しており，特に新規参入

者，下位会社の事業開始のための資料，効率化の



目標として一定の役割を果たしうる。

4.保険料率に関し，知識の普及，国民の関心及

び理解の増進(2項2号)

消費者に対するデータパンク機能とされ，事業

者団体ガイドラインの第二・9-5でも「価格に関す

る情報の需用者等のための収集・提供」は，原則，

独禁法違反とならない行為とされる。

第 2章保険の共同引受行為

保険業界の慣行として規模，頻度，内容から見

て単独事業者では引受が困難な特定のリスク(巨

大リスクや集積リスク)については，保険会社間

で当該リスクを共有し，分散するため再保険(38)や

共同保険(目)が利用される。そして更に再保険消化

さえ困難な特殊リスクについては(共同)保険プー

ル(グループ)又は(共同)再保険プール(グルー

プ)(40)によって引き受けられることがある。共同

保険及び再保険は保険会社の経営安定化に必要な

危険の同質性，危険の分散性，危険の大量性の原

則(41)を充足させる有効な手段である。元受保険の

担保力を拡大し，責任準備金維持の必要性を軽減

する機能も持っている (4九しかし，共同保険プー

ル，共同再保険プールにおいて共同行為を維持す

るために保険料だけでなく保険の引受条件，保険

期間などを事業者間で共同決定することがあると

いう点は競争制限的といえる。

保険の引受に関する共同行為慣行と競争政策の

関係については，当該保険プールが特定の保険リ

スクをカバーするために必要とされる最低規模の

ものである場合には競争制限行為には該当しない

と言える(叫が，その限界が問題となる。

第l節 EUの一括適用免除規則

保険プール自体は永続的・制度化されたもので

あり他に制限的でない特別目的の任意手段(任意

再保険)があるのでEC条約85条l項に該当する

が，プールが参加事業者のリスクに関する知識を

向上させ，財政的な担保力を増し，リスクの引受

技術を発展させることで合理化やコストの節約を

もたらすならば85条3項の適用免除に該当する。

損害保険業における競争政策に関する一考察

また，プールの構成員の事業上の行動の自由を制

限するプールの協定条項も 85条1項に該当する。

しかし，プールの適切な機能にとって必要不可欠，

もしくは少なくとも利益があるならば3項に該当

して適用免除される(叫。委員会規則 3932号の規

定は， 10条3.~4. ， 12~13 条で自動的に適用免

除される「白」条項を定め， 11条で法的安定性の

確保のために市場シェア・テストを定め，かつ 6ヶ

月以内に事前通知すればプールからの脱退できる

自由を規定している。委員会のこうしたアプロー

チは共同出資会社に対する伝統的なアプローチと

同様である (45)。

1.共同保険

引受会社の中でリスク評価に優れた会社が幹事

会社として契約者と交渉し，幹事会社が設定する

保険料だけでなくその他引受条件，期間などに他

社が追随するケースが多い。規則 11条によると市

場シェアが 10%以下でなければ一括適用免除の

対象とならない。プールの機能，存続に必要不可

欠な制限をプールの参加者聞に課すことが認めら

れ，元受保険の場合は同じリスクを共有している

ため営業保険料率の協定が認められる(46)が，最終

需用者に対する価格競争を排除しているというこ

とで市場シェア・テストにおいて共同再保険より

厳しいシェアの制限が求められている(刊。

2.共同再保険

仕組みは共同保険と同様だが，プールの機能，

存続に必要不可欠な制限として認められるのは元

受保険料率ではなく，再保険料率の協定であ

る(48)。

規則 11条によると市場シェアは 15%以下であ

る必要がある。この市場シェア・テストは共同出

資会社に対するアプローチと同様，プール参加者

が当該プール外で引き受けているリスク分も計算

に入れる。これに対して 11条2項で異常災害リス

クと加重リスク(刊)について緩和措置が規定され，

当該プール分のシェアが10%もしくは 15%であ

ればよい。但し，加重リスクについては当該プー

ル外に同ーもしくは類似リスクの 85%以上の収

入保険料がなければならない。
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この市場シェア・テスト(共同保険プールも含

めて)については必ずしも有効に機能していない

という批判もある。市場シェア基準の前提となる

市場を加盟国単位にするか，共同体市場単位にす

るかによっても結論が異なってしまう (50)。

3.適用免除が与えられない場合

保険プールの一員の担保力が単独でリスクを号|

き受けられるほどに十分で、大きい場合，保険プー

ルの一員が市場支配的な地位を保持している場

合，保険プールの協定合意が市場分割をもたらす

場合，市場力が集中することによって他から保険

が入手できなくなる場合，規則3932号17条に基

づき委員会は適用免除の恩恵を取り消すことがで

きる。再保険の共通購入やプールのリスクを他に

再保険に出す行為の禁止(51)等の保険プールの機

能に必要不可欠でない条項はそのメリットが検証

されなければならない(52)。

保険プールは単独事業者では供給不可能な役務

の供給を可能にし，競争促進的な面を有するが，

上記のようにプール参加者間における制限として

料率，保険契約条件を含むため，ひとたび保険プー

ルが必要とされる規模を越えてしまうとプール参

加者間の競争を制限してしまう。現在， EC委員会

のDGNで保険プールが必要とされる規模につい

ての検討がなされているが，競争に与える影響を

考慮、しつつ，法的安定性を確保するための明確な

基準を設けることは非常に困難な作業であると思

われる(日)。実際，規則の要件が厳しいこと，関連

市場の解釈などが不明確なことから保険業につい

ての個別適用免除の届出は保険プーlレに係るもの

が最も多しユ。但し，委員会での正式な適用免除決

定はなく，ネガティプ・クリアランス(臼)等が与え

られることで解決されているようである o

ヨーロツパの再保険プールの実態は小規模なも

のばかりで，大手の再保険専門会社程の影響力も

ないようである(55)。

第2節加州反卜ラス卜・ガイドライン

除外は受けられず，保険共同引受協定や再保険協

定は明示のセーフ・ハーパーに該当しなくても必

ずしも違法ではないが，通常の反トラスト法の監

視下におかれ，EU同様，共同出資会社に対するの

と同様のルールが適用されることになる。

1.強制的な共同引受

加州保険規則1861条 3項(b)により，残余市

場(日)対策などで保険の入手可能性を保証するた

めに法律又は保険監督官が設立した共同行為のみ

が反トラスト法から適用除外される。

2.任意の共同引受

ここでの共同引受協定には共同引受機構，自家

保険プール，超過損害担保契約への共同参加等そ

の他競争会社も一緒に参加するもの全てを含む。

価格や取引量に関する制限は共同引受協定に内在

的なものなので，協定の参加者の地位などにかか

わらず，反競争的な潜在性がある。そのため，共

同ボイコットや他の違法な共謀の一部でなく，保

険の入手可能性や協定が存在しない場合以上に保

険の担保力が増加することにより競争促進的な利

益によって反競争的な効果を相殺することを示さ

なければならない。

3.再保険

再保険も反トラスト法の監視下にあるが，当然

に反トラスト法違反というわけではない。

再保険協定は巨大リスクの再保険引受に際して

協定がなければ付随する取引費用の節減や市場の

担保力の拡大に資するが，一方でカルテルの特性

も持ち合わせる。再保険協定においては慣行的に

幹事会社が引き受け，交渉を行い，他の参加会社

はそれに追随することが多い。それは幹事社に

よって設けられた価格や引受条件を強制的に遵守

させるものになるおそれがあり，特に分野別の幹

事社間でお互いの再保険協定に、従うか場合，反

競争的な潜在性が強調される。更に再保険協定の

構造上，当事者は共同で協定に参加しているので

カルテル破りをする動機や機会が欠けている。

カリフォルニア州では提案103号に明示された 第3節我が園における独禁法の適用

セーフ・ハーパーがなければ反トラスト法の適用 保険業法の改正で元受保険の共同プールや共同
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保険は独禁法の適用除外から外れたが，再保険

プールに対する適用除外は維持された形になって

いる。この特殊な保険の共同引受行為に対して独

禁法の適用を考える際，上記で見たように EU.カ

リフォルニア州では共に共同出資会社と同じアプ

ローチをとっており，参考になると思われる。そ

こでまず，日本の独禁法の共同出資会社に対する

アプローチについて簡単に整理する。

第 1款共同出資会社に対する独禁法のアプロー

チ

共同出資会社の設立については，新規分野への

事業拡大，技術開発，生産・販売活動の合理化と

いった競争促進的な側面があり得るものの，例え

ば共同生産会社の場合はコストの共通化により，

価格競争の余地が減少したり，共同出資会社の運

営に際して出資会社相互間の情報交換の場となる

可能性も否定できず，特に出資会社が競争関係に

ある場合は競争に与える影響がより大きいと考え

られている(57)。

1.カルテルの一形態としての共同販売

共同販売は出資会社が共同出資会社以外に販売

しないことを協定するもので取引先制限の一形態

である。共同販売機関は通常，販売価格も決定す

ることが多いが，価格協定を伴つてなくても，参

加事業者の市場占有率，参加事業者が共同出資会

社を使う比率(取扱比率)が大きければ，不当な

取引制限に該当し違法である(問。保険プールにつ

いては協定の成立は明らかなので競争が実質的に

制限されているかが主たる問題となる。競争の実

質的制限とは「競争自体が減少して，特定の事業

者又は事業者集団がその意思で，ある程度自由に，

価格，品質，数量，その他各般の条件を左右する

ことによって，市場を支配することができる状態

をもたらすことをいう }59)のであるが，その立証

に当たって審決では市場シェアを挙げることが多

い。通常，カルテルはシェアが高くないと機能し

ないこともあり 80~90%に達していることも多

いが. 50~60%に達していれば競争の実質的な制

限があると言われる。但し，共販機関のシェアが

低くても当該協定が有力な事業者の結合であり他

損害保険業における競争政策に関する一考察

の事業者も協定で決定された価格に追随するな

ど，協定当事者が実際に市場での価格を左右でき

る場合には競争の実質的制限が成立する(6九

2.企業結合規制的側面からのアプローチ

共同出資会社はカノレテノレと異なり合計シェアが

低くても成立し，市場での競争単位のーっとして

機能し，その効果は合併に近いので独禁法10条1

項(株式保有規制)もしくは 16条(合併)と同様

の基準で判断すべき場面がある(61)。企業結合規制

における対市場効果要件は「競争を実質的に制限

することとなる場合」であり Iこととなる」点で

カルテル規制と文言が異なる。「企業結合の考え

方」によれば，それは「企業結合により，競争の

実質的制限が必然ではないが容易に現出しうる状

況がもたらされることで足りるとする蓋然性を意

味する」。競争の実質的制限の判断基準は「当事会

社の地位j. I市場の状況j. I総合的事業能力j. I隣

接市場からの競争圧力j. I効率'性」が挙げられ，

加えて共同出資会社の場合 I出資会社相互間の関

係j. I共同出資会社の形態・目的j. I出資会社の

業務と共同出資会社の業務の関係」が留意点とし

て挙げられている。競争を実質的に制限すること

とならない場合として市場シェアが 10%以下も

しくは参入が容易で寡占的でない市場であれば市

場シェアが25%以下かつ順位が 2位以下という

条件が挙げられている(6九

3.共同研究開発に関する独占禁止法上の指針(刷

高度な技術開発を行う際の時間的・費用的なコ

ストを圧縮し，技術の相互補完を行うことによっ

て研究開発活動を活発で効率的なものとし，技術

革新を促進するものであって，多くの場合，競争

促進的な効果をもたらす。しかし，共同研究開発

は複数の事業者による共同行為であるため研究開

発の共同化によって競争が実質的に制限される場

合，研究開発の実施に伴う取り決めによって公正

な競争が阻害されるおそれがあり得るという認識

の下，共同研究開発ガイドラインが公表された。

競争促進的な効果のある共同行為のー形態として

保険プールとも共通点があり，考え方が参考にな

ると思われる。共同研究開発ガイドラインでは，
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研究開発の共同化が競争を実質的に制限するか否

か判断するに当たっての考慮事項として，①参加

者の数，市場のシェア等，②研究の性格，③共同

化の必要性，④対象範囲，期間等が挙げられ，特

に参加者の当該製品の市場シェアの合計が20%

以下である場合には，通常，独禁法上問題となら

ないとされている。

第2款再保険プールに対する独禁法の適用

再保険プールは保険業法 101条1項2号の規定

により，下記の共同行為につき独禁法の適用除外

とされている。

a 保険約款の内容(保険料率に係るものを除く)

の決定

b.損害査定方法の決定

c 再保険の取引に関する相手方又は数量の決定

d.再保険料率及び再保険に関する手数料の決定

1.適用除外の条件

しかし，本来独禁法に違反する可能性が高い共

同行為について独禁法の適用除外が認められるた

めに下記の条件がある。

(1) 保険技術上の必要性

101条 1項 2号で I危険の分散又は平準化を図

るために予め損害保険会社と他の損害保険会社と

の間で，共同して再保険をすることを定めておか

なければ，保険契約者又は被保険者に著しく不利

益を及ぼすおそれがあると認められる場合」と規

定されている。リスクが大きかったり，安定性が

低いなどにより再保険プールがないと元受保険が

成立し得ない場合など保険技術上必要な場合に限

り，適用除外が認められるということで，保険会

社の経営の安定に資するというだけではこの要件

は満たされないと解される。しかし，この要件の

意味は必ずしも明確ではなく(刷，信頼に足る統計

データが存在しない，当該リスクに関する情報，

知識がなく， リスクの高低・区別が識別できない

場合が考えられよう。

(2) 適用除外の例外事由

102条 1項但書に適用除外の例外事由として，

「不公正な取引方法を用いるとき」，「一定の取引分

野における競争を実質的に制限することにより保
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険契約者または被保険者の利益を不当に害するこ

ととなるとき」が挙げられている。本来，再保険

プールは一定の取引分野を実質的に制限すること

が多いので，後者の「保険契約者等の利益を不当

に害することとなる」の要件に意味があるはずで

ある。同規定は協同組合の適用除外と同様の弊害

規制方式(独禁法24条)で，同様に考えると再保

険プールの行為によって市場支配力が形成され，

それが保険技術上の必要性の範囲を越えて行使さ

れた場合を指すことになろう (6九

(3) 監督官庁の事前認可

102 条 1 項 1~4 号には監督官庁の事前認可の

要件(不況カルテル及び合理化カルテルを公取委

が認可する場合の要件と極めて類似)が規定され

ている。

(4) 公取委の同意

105条 l項に公取委による監督官庁の事前認可

への同意が規定されており，公取委は 102条 l項

但書の例外事由， 102 条 1 項 1~4 号の認可要件

を満たすか否かの判断を行う。日本の再保険プー

ルの場合，参加会社の合計市場シェアがかなり高

く(全社加入が多い)，問題とされやすい。特に 102

条 1項但書の「一定の取引分野における競争を実

質的に制限することにより保険契約者または被保

険者の利益を不当に害することとなるとき」の解

釈が問題となろう。

1. (2)で見たように「市場支配力が形成され保険

技術上の必要性の範囲を越えて行使される場合」

についてが問題である。共同研究開発ガイドライ

ンを参考にすると，参加者の数や市場シェア等，

リスクの性質，共同引受の必要性，対象範囲や期

間等を考慮しての総合判断ということになるだろ

う。個別事案毎の事情を総合的に判断するのであ

まり意味がないかもしれないが，法的安定性を確

保するために客観的な基準として市場シェアなど

で示せないだろうか。その基準を考えてみると，

「企業結合の考え方」によれば市場シェアが 10%

以下であれば競争の実質的に制限することとなら

ないとされており (66)，市場シェアによるセーフ・

ハーパーを設けるとしても基本的にはこの程度で



あろうが，再保険プールが元受保険の保険料率に

直接，影響を与えているわけではないことを考慮

すると EU一括適用免除規則の市場シェア基準の

'15%Jや共同研究開発ガイドラインの '20%Jと

いう限界が参考とされてもよいのではなかろう

か。ただ，いずれにしても日本における再保険プー

ル参加会社の市場シェアは 20%程度のように低

くなく，保険の技術上の必要性」がある限り市場

シェアは高くても認められる余地はあるので，最

終的にはEUの個別適用免除の届出と同様公取委

への事前相談が必要となろう。

日本機械保険連盟事件において機械保険の再保

険プールの「アズ・オリジナルの原則」という慣

行によって再保険料率と元受保険料率が同じに

なっていることについて，公取委は再保険プール

の慣行の効果が元受保険の料率競争を制限してい

るものと厳しく指摘している (6η。再保険プールに

ついては独禁法の適用除外規定があるとは言え，

公取委の同意が必要であるため独禁法を意識した

行動が求められるようになっている。

第 3款 元受保険プール・共同保険の取扱

保険業法の改正によって，元受保険プールと共

同保険については独禁法の適用除外は受けられ

ず，独禁法の監視の下，違法性を判断されること

となった

1.元受保険プー/レ

今回の改正で独禁法の適用除外が外れたからに

は独禁法を適用した上で判断されることになり，

元受保険プールで唯一存在した原子力保険プール

は101条 1項 I号の適用除外に移行してい

る(刷。第2款で検討したように，企業結合の考え

方」によれば元受保険プールでもプールの参加会

社の市場シェアが10%以下であれば，競争の実質

的制限に当たらず，小規模事業者が担保力の増強

のために利用する余地は残されていると考えられ

る。これはEUと同じ基準である。

2.共同保険

今回の改正で共同保険も独禁法の適用除外から

外れたが，個別契約毎の共同保険は独禁法上違法

なものではなく，特に適用除外として明示する必

損害保険業における競争政策に関する一考察

要はないという趣旨で適用除外が外された(6九独

禁法の監視下で問題とされやすいのは共同保険の

幹事会社が決定する保険料率やその他の引受条件

に非幹事会社が追随するという慣行であろう。保

険会社の信用リスクの回避，事務の効率化のため

等，契約者側からの共同保険の提案・要求で共同

保険は行われることが多いが，相互取引や株主優

先による共同保険のシェアの割り振りを保険会社

が強要しているとすると拘束条件付取引に該当し

たり，参加保険会社聞の顧客獲得競争が実質的に

失われ保険の料率や商品内容について協調的な行

動がとられるおそれがあると公取委は指摘してい

る(70)。しかし，価格競争や商品・サービス競争が

少なかった時代の慣行でもあり，事務効率や費用

の点，保険者が望ましい共同保険者が得られなけ

れば共同保険は成立しない点等から共同保険より

再保険の方が有利で(71)，今後は競争入札の導入等

共同保険者間でも価格競争が予想されることか

ら，共同保険の形態、は減少すると思われる。

第3章 保険料率の事前認可制度と独禁法の調整

大幅な算定会改革と対照的に 97年6月の保険

審議会報告を受けて料率に関する事前認可制度は

残された。保険業法が規定する事前認可制度は料

率の審査基準の範囲外での料率競争を禁止してお

り，その点、で競争を制限している。事業法で定め

られる事前認可制度に対して独禁法を適用する場

合，独禁法の適用範囲，限界に関しては見解が分

かれており，残された事前認可制度との関係で競

争が行われる限界を画していかなければならな

い。また事前認可制度の前提として，従来，不透

明な行政指導が介在していたと言われており，競

争政策の強化と共に行政指導を含めた規制の運用

の在り方がどうあるべきかについても併せて見て

いきたい。

第 l節審決・判決例の考え方

独禁法と事前認可制度の関係については，従来，

物価対策の観点から政府が価格について事前認可

規制で価格をコントロールするのが当然という風
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潮が強かったこともあり，当初，公取委も事前認

可制度の下では事業者間で自由競争が働く余地は

なく，事業者間で認可申請を同一内容に調整して

も不当な取引制限に当たらないとする立場をとっ

ていた。しかし，昭和52年にタクシー運賃の団体

一括代理申請の廃止を運輸省に申し入れて以降，

認可事項にも独禁法の適用がありうると見解を変

更し(7刊事業法の価格規制と独禁法の適用の競合

が問題とされるようになった。認可料金に対する

独禁法の適用の是非が問題となった主なものとし

て下記のケースが挙げられる。

(1) 群馬県ハイヤータクシー協会事件(叩

構成事業者のタクシー運賃等の引き上げについ

て道路運送法(以下 I道運法」とする)が個々に

事業者が認可申請することを前提としているのに

対して，タクシ一事業者の事業者団体が決定した

内容を構成事業者に申請させたことが独禁法違反

とされた。

(2) 三重県パス協会事件(74)

基準運賃率の上下15%を最高・最低額とする幅

運賃制度下の幅内での料金カルテルは，料金認可

制の下で競争が認められている部分における料金

決定の協定・合意であるので，通常の価格協定と

同様に独禁法が適用されると判断された。

(3) 大阪ノfス協会(75)事件

事前認可制度で違法とされる認可下限額以下の

最低価格カルテルに対して独禁法が適用されるか

否かが問われた事案。

公取委は本審決で独自の見解を表明し，認可幅

外のカルテルに対して独禁法を一定の条件の下，

全面的に適用できるとする余地を残した。しかし，

その理論構成に対しては学説上批判も多い。

第 l款認可申請前の行為

1.中断説

事前認可制度下であっても，事業者が自由に決

定できる範囲で競争があるのだから事業者間で申

請料金を同一にすることは独禁法に違反すること

は明白である。その場合，事業者間で申請価格を

共同決定しているのだから独禁法3条又は8条l

項 1号違反になると考えられそうである。しかし，

申請内容について話し合い，合意がなされても，

その後認可官庁の審査・認可を受けることで独禁

法の違反状態は消滅する(中断説)という見解を

公取委はとっていた。群馬県ハイヤータクシー協

会事件では監督官庁の認可行為が介在しているこ

とから，その認可処分行為により違反行為の競争

制限効果が消滅したと判断され 8条1項4号が

適用されている(77)。

但し，中断説をとったとしても，事前の行政指

導が一律同一額値上げを慣行化させている場合に

事業者間で一括値上げ申請協定を締結したり圧力

をかけて事業者に一括申請を強制させる行為の不

当性をとらえて 3条や 8条 1項 1号が適用され

る余地があるとする説もあった(7ヘ両者の相違点

は，適用法条が群馬県ハイヤータクシー協会事件

での公取委の見解では 8条1項4号，根岸説では

8条 1項 1号となり，課徴金納付命令の有無の点

で重大な差がある。

2.独禁法8条 1項 1号の適用

損害保険業の独禁法違反の一事例である日本機

械保険連盟事件(79)のようなケースで，認可申請に

係る料率のみのカルテルだったら 8条1項 1号と

4号のどちらが適用されたであろうか。本件では

監督官庁が申請内容を事前審査し，その認可申請

手続きにおいても一括申請させた等の行為が本件

第2節事業法と独禁法の関係に関する議論 カルテル行為を助長させた面があるが(刊行政指

審決・判決例の流れを踏まえて，料金の事前認 導等により助長あるいは誘発された行為であって

可制に対して独禁法を適用しようとする際，認可 も独禁法違反行為の要件に該当する場合には同法

申請前と認可取得後の2つの局面に分けて考えて の適用が妨げられないというのがガイドライ

みる(7九 ン(81)にも見られる公取委の見解である。認可を受
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けているとはいえ認可料率の決定のプロセスに違

法行為があり，それを認可当局が特に容認してい



るわけではない場合は認可が違法性を消滅させる

とは言えず，独禁法の要件どおりに見れば8条1

項 1号の適用は妨げられないが，どのような排除

措置を命ずるべきか難しい問題がある。個別に料

率認可を再取得することを命じれば，違法が宣告

された後の再取得であり，社会的な批判もあり得

るので全社一律の申請にならない可能性はあろ

フ。

しかし，事業法の事前認可制度の性格を見てみ

ると，行政法上，認可は補充的性格を持つにとど

まり変更認可は原則として許されないのだが，保

険業法にしても大阪パス協会事件でか問題となった

道運法にしても認可料金の上限と下限の審査基準

を持ち，かつ変更認可の申請命令(保険業法 131

条，道運法31条 1項2号)とその申請がないとき

の罰則(保険業法333条 I項36号，道運法 100条

2号)も用意されており，実体的監督主義が貫か

れている。特に変更認可の申請命令は行政法学上

の「下命」に該当し，競争秩序についての規範を

定立する権限を留保している。ということは，特

に変更命令もなく認可を受ければ料金は監督官庁

の判断が深く介在し，認可を受けた私人たる事業

者の責任を追求しうる余地も狭くなっているとも

言える。監督官庁がカルテルを容認していないま

でも，その行政介入の実態によっては制裁的な性

格を持つ課徴金の納付を事業者にのみ命じるのは

酷ではなかろうか。

第2款認可取得後の行為

1.学説の整理問

(1) 全面適用否定(消極)説

政府規制分野の事業行動は一般法である独禁法

ではなく特別法たる事業法に運用が任され，一般

法・特別法の原則により独禁法の適用の余地は一

切ない(83)。

(2) 全面適用肯定(積極)説

適用除外規定が法律上明示されていない限り，

独禁法の適用が可能である酬。大阪パス協会事件

での公取委の審査官の立場はこの立場をとってい

るように思われる。

損害保険業における競争政策に関する一考察

(3) 適用否定説寄りの折衷説

事業法が自由な競争を否定する範囲においては

独禁法の適用は及ばないが，事業法が自由な競争

に委ねる範囲では独禁法の適用が及ぶ。特別法の

趣旨・解釈と矛盾・抵触しない範囲では一般法た

る独禁法も適用され，適用範囲は事業法の規定の

解釈によって定まる(問。

(4) 適用肯定説寄りの折衷説

認可自体は行政行為上の補充行為でしかなく，

適用除外規定がない以上，協定行為は独禁法の適

用対象となるが，認可料金等が法秩序全体から妥

当視され，実質的に適正でカルテル締結が妥当で、

ある場合(制，また明らかに独禁法の規定に反する

行為をなすべきことを義務づける場合(87)は事業

法上違法な料金を是正するためのカルテルの違法

性は阻却される，もしくは後法優先とすべきであ

る。

2.独禁法の適用の可能性

学説は前述の通り，適用除外規定がなければ独

禁法の適用は免れないとする説から特別法・一般

法の原則によれば独禁法に事業法が優先するとい

う説まである。中でも政府規制産業一般における

競争政策の強化が強調されている中で，政府規制

産業を全て独禁法から適用除外してしまう全面適

用否定説(上記(1)説)や競争政策以外の法目的を

全く無視してしまいかねない全面適用肯定説(上

記(2)説)はとりにくい。学説も評価が分かれてい

る。

独禁法は積極的に幅広く適用されうるという意

味で経済法の基本法であり且つ一般法であると位

置づけられる。これに対する事業法は「競争」と

は異なる「規制」という手段で独禁法と同様の究

極の目的を達成しようとしている点で特別法と言

えよう。但し，特別法・一般法の関係にあるとし

ても，特別法がどの範囲・程度で一般法に優先す

るかについては関係法の目的，趣旨・性格，法的

規制構造等を検討しつつ具体的な事案に応じて決

定されることが必要で、もある個別とされている。こ

こでは認可料金に料金幅がある場合の実勢料金の

水準という観点から場合分けし，独禁法適用の効
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果と事業法の趣旨・目的から独禁法の適用の可能

'性について考えてみる。

(1) 料金水準が認可幅内の場合

認可料金に幅があるのは事業法が認可取得後で

あっても価格設定に関して自由な競争に委ねてい

る部分があるということである。この認可幅の範

囲では通常通り独禁法が適用されると考えられ

る。審決でも前述の三重県パス協会事件において

確認されている。

(2) 料金水準が認可上限額超の場合

認可上限額超の料金水準は事業法上存在しでは

ならない水準でその料金を維持しようとする共同

行為に対しては事業法でも是正されることが予定

されている。純粋に特別法・一般法の原則の観点

から考えると，認可上限額超の料金水準は事業法

が競争を禁止している部分であり独禁法の適用の

余地はなさそうである。しかし，独禁法が適用さ

れ，競争が機能すれば一般的には価格が低下し，

いずれ認可幅におさまるだろうという期待もでき

「高価格による消費者利益の減少の防止」という事

業法の目的も同時に達成されることになる。事業

法の目的という観点からは独禁法の適用が肯定さ

れる余地がある。

(3) 料金水準が認可下限額以下の場合

事業法上競争を禁止している料金水準で，かっ

独禁法を適用すると事業法の目的・趣旨を達成で

きない場合であり，特別法・一般法の原則からす

ると完全に一般法の適用は排除されれる。

しかし，大阪パス協会事件で、も問題となったの

は，特別法に規定されていない行為(価格の共同

決定)について一般法である独禁法が「明示的に」

禁止している点である。事業法も独禁法も究極の

目的は同じ(公正競争の確保，消費者の利益の保

護等)という点で特別法と一般法という関係に立

つ。だ、が，事業法は「適正な価格水準の維持」の

ために料金水準を規制し，独禁法は「公正かつ自

由な競争秩序の維持」のために競争制限的行為を

規制するというようにその実現方法が異なり，究

極の目的よりも下位にある両法の「直接の目的」

も異なっている。そのため，実際には独禁法の解
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釈からすると事業法と衝突しているところはない

といえるのではなかろうか(8九大阪ノfス協会事件

の場合，道運法は認可幅内での料金競争を予定し，

認可幅外の料金の是正については監督官庁が道運

法所定の手段(刑事罰(道運法99条 1号)，料金

の変更命令(同法31条 1項2号)，免許の停止・

取消(同法40条1号)等)が準備されている(90)の

だから，それ以外の方法で，しかも一般法である

独禁法が「明示的に」禁止している「対価の共同

決定」行為によって是正されることは許されない。

確かにパス協会のカルテルが目指していたのは事

業法の道守だが，そもそも，法令遵守は各事業者

毎の責任で行うもので，法令遵守のためのカルテ

ルということが正当目的であるとしてもカルテル

は各事業者聞の意思の連絡や協調的行動を生じさ

せやすく，認可幅内の料金水準に復帰したとして

もカルテルの弊害を生じたり事前認可制度が悪用

されやすい。法令違反の是正は自力救済的にカル

テルという手段によって事業者間で行われるので

はなくあくまでも監督官庁が行うべきで，事業者

間の共同行為は独禁法が「明示して」禁止してい

るのだから，独禁法の解釈上他の行政機関の法の

執行状況に左右されることなし料金認可制度の

下の法令遵守のためのカルテルも原則，独禁法が

適用されるということになりそうである。

ところが，そうすると最初の問題に戻って法令

遵守のためのカルテルは排除され競争が回復する

こととなり価格が更に低下し，特別法である道運

法の目的(事前認可制度の下限規制の意義(91))は

達成されないことになってしまう。事業法と独禁

法は異なる直接の目的のために作用するので，結

果として独禁法の規制権限を行使することで他方

の目的を阻害することになる。現実には行政の重

複を避けるために公取委と監督官庁が調整すると

いう場面もありえよう(問。

第3節保険業法下での価格に関する自由競争の

余地

大阪パス協会事件は貸切パス事業の特殊性を含

む例外ケースとも考えられるが，損害保険業でも



同じようなことが起きうるだろうか。

1.道運法と保険業法との比較

両法における目的規定，料金競争についての規

定，料金競争の監督方式に関する規定，料金競争

の監督方式に関する規定，違反行為の是正手段に

関する規定はほぼ同内容である。法運用に関する

行政の姿勢は，道運法下のパス事業において監督

官庁は事前認可制度の規定がありながら実勢料金

が認可下限額割れしていたのを黙認していたが，

損害保険業における料率認可の審査基準は上記の

ように監督宮庁の裁量が広く，今後厳しく認可外

の料金競争を取り締まるか否かは監督官庁の認可

制度の運用次第である。

2.パス事業と損害保険業との比較

(1) 認可料金の水準

同一地域・同一料金の原則の下，パス事業では

認可料金水準が同一であったが，損害保険業の場

合は，自由化直後は保険会社毎に認可申請段階で

ばらつくだろう。しかし，自由競争状態でも損害

保険業自体は参入が容易になったとはいえ事業者

数も少なく，他社の出方に合わせたほぽ同ーの料

率水準に収放していくと考えられ，標準化された

商品ほど通常価格が一致する傾向があるので附

全社の料率水準が全く同一でなくてもかなり狭い

幅内に安定することはありうる。

(2) 価格の引き下げ圧力

パス事業において認可運賃以下の競争激化した

のはパス事業者に対して交渉力のある大手旅行代

理屈が仲介した分野であった。需要の価格弾力性

が大きく，旅行代理屈側が価格交渉力が大きかっ

たため価格引き下げ圧力が強く，認可下限額以下

の役務の提供を余儀なくされた。損害保険業では

保険需要の間接性{叫，地域別・保険種目別に契約

獲得量の多い大手代理屈のマーケット毎の取引交

渉力の強さ，需要の価格弾力性の大きい企業保険

分野で激しい競争，原価の事後確定性や供給の無

限拡張性という損害保険の特殊性(明から認可料

金以下の取引が常態化する可能性はある。

3. 自由競争の余地

保険業法は道運法とほぼ同様な規定の仕方をし

損害保険業における競争政策に関する一考察

て，料率の審査基準における認可幅の大きさや特

に自動車保険においては認可料率に幅が認められ

ており，料率の自由競争の余地はパス事業とほぼ

同様に認められている。故に原則的には独禁法が

損害保険業の料率認可制度下の共同行為に適用さ

れることが妨げられるとは言いがたい。

自由競争を制限するのは事前認可制度の上限下

限のみで，大阪ノfス協会事件のような状況を引き

起こすか否かは事前認可制度の運用次第である。

第4節事前認可制度の在り方

第|款事前認可制度の存在意義

算定会改革は大幅になされたが，規制緩和・競

争の徹底に反して敢えて事前認可制度が残されて

いるのはなぜだろうか。 1997年6月の保険審議会

報告は，商品・料率の事前認可制度に関して 'EU

諸国では廃止されている一方で，米国では州によ

り異なるものの当局による慎重な規制や審査が維

持されており，いわゆるグローパル・スタン夕、ー

ドを特定することは難しいが，算定会改革の結果，

我が国では消費者保護や保険会社の健全性の確保

に支障が生ずることのないよう，最低限必要な監

督を行うとの考え方に基づき，認可制を維持する

ことが適当」としてしている。保険業法は，上限

規制については「合理的 (notexcessive) Jと規定

し，契約者に理解が得られかっその負担に耐える

料率水準で，保険契約者の利益保護を目的として

いる。下限規制については「妥当 (not inade. 

quate) J と規定して，保険者の運営費用と利潤を

まかない，かつ，危険の変動や異常危険に対抗で

きるだけの担保力を保障できる料率水準で，保険

者の担保力の確保を目的としている(附。事前認可

制度の目的は不当競争ないし破滅的競争を防止

し(9九また独占的料金の設定を防止することであ

り，その目的をもって損害保険業において事前認

可制度が残されたことは軽視されるべきではな

しユ。

第2款規制の失敗

しかし，損害保険業で規制が残された一方，留

意しなければならないのは，保険業における「規
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制の失敗」の例がアメリカで多くみられており，

規制制度の運用については非常に注意を要すると

いうことである。アメリカの 1950~70 年代では事

前認可申請から認可が下りるまで時間がかかり，

インフレや賠償額水準の高騰にもかかわらず政治

的影響を受けた料率引上げ抑制政策により，保険

会社の引受拒否・制限，保険の入手可能'性(availa-

bility)の問題が生じ，事前認可制は運営の硬直化

を招いた。

大阪ノfス協会事件で監督官庁が事業者の認可料

金不使用に対する規制を行っていなかったことに

ついて規制の形骸化・失敗があったと指摘されて

いる(9九監督官庁が規制を行わなかった理由は明

らかになっていないが，実際，事前認可制度を事

業者に遵守させるために監督官庁が価格規制・介

入を行って実勢料金を引き上げさせることは事業

の健全性の維持するため事前認可制度に下限規制

が設けられているとはいえ，業者保護といった消

費者等からの批判，政治的な圧力も強い。それよ

りも実勢料金については黙認し，認可料金をでき

るだけ高い水準に維持しそこから値切られでも高

い実勢料金と事業者の健全性を維持しようとした

と推測できないだろうか。監督官庁の事前認可は，

料金値上げを抑制するのは政治的に評価が高い

が，値下げを認めなかったり，値上げを認めるこ

とは政治的な圧力や消費者の批判が強く非常に困

難であることが予想される。批判に耐え，説得力

のある根拠が必要だが，価格の下限規制の必要性

を立証したり，そのために事業予測や保険リスク

の予測することは事業者は勿論，監督官庁にとっ

ても困難である。上記の仮定が当たらずしも遠か

らずということであれば，我が国でもパス事業に

おいて上述のアメリカと同様の規制の失敗が起

こっており，算定会料率カルテノレ体制が改革され

損害保険事業もパス事業の競争状況に近付きつつ

あることから，我が国の損害保険業でも「規制の

失敗」が起こる可能性は十分あり得る。保険会社

に認可申請，価格設定の自由が与えられでも，認

可段階で監督官庁が規制の運用を誤れば，結局，

競争や保険制度に悪影響を与えかねない。
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第3款規制の在り方

1.認可申請前の行政指導・介入

従来は事前認可制度下での行政介入による価格

協定が多かったが，規制緩和の流れの中で不透明

な行政指導への批判が高まり行政介入は後退して

いく方向にある。事前認可制度においては，事業

者側に情報の偏在があり監督官庁が事業者から情

報提供を受けたり事前審査を行ったりすることが

最小限必要であるが，カルテルを助長するような

行政介入はあってはならず，事業者としても監督

官庁の調整を期待，依存することなく独立した行

動をとらなければならない。

2.認可申請後の規制・監視

事前認可制度が存在するからには監督官庁の裁

量は法文上の審査基準が定めた幅の中では認めら

れるが，大阪ノfス事件のように認可幅外での料金

を黙認し，認可制度を形骸化させるのは監督官庁

の裁量といえるであろうか。実勢料金が認可申請

されれば認可を受けうる水準であってもそれを黙

認するのではなく，あくまで実勢料金が現状の認

可料金幅外であれば，認可の再取得をさせるなど

の必要性がある。認可制度の在り方として認可外

の料金競争を監督官庁が黙認するようなことは

あってはならず，黙認しでも問題がないようであ

れば制度の廃止や緩和を速やかに行うべきであ

る。保険業においては，特に破滅的競争による保

険料の過当な引き下げ競争の防止や危険要因の区

分の自由化による保険料の高騰の防止のために敢

えて料率の事前認可制度は残されているのであ

る。

(1) ，.高すぎる」料率

事前認可料金を遵守させるために認可幅の上限

超の料率については原則的には監督官庁が監視・

規制する。但し，競争が始まれば競争には一般的・

短期的に価格を引き下げる機能があることから活

発な競争を通じて認可申請段階から価格低下圧力

が働き認可幅上限額超の料率を排除することがで

きる。それが事業法の目的にも資することにもな

るので認可上限以上でのカルテル等競争制限行為

による価格つり上げなどは独禁法の適用により競



争を促進することが認められるべきで，競争制限

行為によらない非常事態時の上限規制を特に監督

官庁は規制すれば足りよう。

(2) I低すぎる」料率

事前認可制度の下限規制は保険の商品特性から

生じる、過当競争'の防止や事業の健全性確保と

いった目的も含んでおり，事前認可制度を残した

趣旨からいっても，当面は厳格な下限規制を監督

官庁は行うべきである(9九しかし，厳格な規制を

行うとすると保険業法上の審査基準では監督官庁

の裁量がかなり広く、過当競争かの定義が不明確

で審査も詳細になるので，アメリカの諸外|のよう

に多数の保険監督の専門家を擁する必要がある。

(3) 不当に差別的でない

料率設定の際の危険要因の設定の仕方によって

は契約者を差別的に扱うことができる。その要因

の区分規制については，特に自動車保険について

保険業法施行規則 12条 1項4号で規定されてい

るが，この問題は後に第4章で改めて触れる。

第5節監督官庁と公取委の調整

1.認可申請前の行為

認可申請時に行政介入を受けつつ共同行為を

行った事業者聞に対して 8条 I項 l号が適用され

ることについては独禁法の解釈上はやむをえない

としても，課徴金の問題などからも事業者にのみ

厳しい印象を受ける。公取委が競争政策を強化し

不透明な部分を排していこうとするならば，公取

委自らが他の監督官庁の行政指導の内容について

是非を判断することはできないので独禁法の 44

条2項により監督官庁の不透明な行政指導が競争

政策に反していることを国会の場で明らかにして

根本的な解決を図るべきではなかろうか。

2.認可取得後の行為

事前認可制度に基づく監視が厳しく行われてい

れば大阪ノfス協会事件のような‘認可幅外の競争か

といった特殊状況は現れず，事前認可制度の厳格

な執行の必要性が強調されるべきである Oしかし，

仮に監督官庁が事前認可制度の形骸化を黙認して

いる場合もしくは監督官庁が把握できていない場

損害保険業における競争政策に関する一考察

合はどうすべきだろうか。事業者聞の共同行為に

対する独禁法の適用については第2節第 2款2.

(3)で検討したように，独禁法の解釈上完全に排除

する理由を見出すのは困難である。今後はカルテ

ル違反者に対する独禁法違反の私訴が増加するこ

とを考えると行政機関相互の調整の観点から独禁

法の適用の可否を論ずるのは狭きに失し，複数の

法規制にかからしめられでも各法律に基づき別個

に判断されるのが原則という説(1州もある。

しかし，事前認可制度が形骸化していたという

特殊な状況の下では公取委が独禁法を適用するだ

けで事業法の目的に反する結果がもたらされるの

はやはり由々しき事態である。事業者の行為を監

督官庁が黙認していたとすれば公取委から排除措

置を受ける事業者にとって行政庁の意思が分裂し

ていると映るだろう。

事業法の目的，独禁法の目的についてはどちら

が優先するというものではなし両立されるべき

である。公取委と監督官庁との事前調整も十分に

行われるべきだが，公取委が事業者に排除命令を

出すことになるにしても透明性を確保するために

監督官庁の故意の不作為などを直接採り上げない

ままで留めるべきではないのではなかろうか。不

透明な行政指導に対するのと同様，積極的に競争

と規制の調整を行うために独禁法44条 2項に

よって国会に意見提出をして監督官庁の認可政策

に関して競争政策の観点からの要請を行って(101)

その是非は国会に委ねるという形で根本的な解決

の道筋をつけるべきだと思う。なぜ監督官庁が事

前認可制度に係る権限を行使しないのかを明らか

にできるのは公取委の権限だけであり，競争政策

を強化するという観点からも形骸化している規制

は速やかに廃止されるよう促すべきである。

第4章危険要因の区分に対する規制

保険会社は保険の引受利益を確実にするため低

リスク層のみもしくは入手可能・予測可能な統計

データに則ったリスク層をリスクに応じた保険料

で引き受けようとする。しかし，従来の算定会制

度の下では保険会社が特定の優良顧客層に絞って
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保険を引き受けたり(l叫危険要因の区分を細分化

するのは難しかった。規制が緩和・撤廃され自由

競争が始まると一般的には価格は低下すると考え

られているが，殊，保険の危険要因の区分の自由

化に関しては価格が低下する人々もいれば，逆に

価格が高騰する人々も出てくる。保険業は金融業

と同様，供給者間で需用者の選択競争が行われる

事業である。価格設定の前提である危険要因の区

分は価格競争とは別の次元の引受選択競争をもた

らす。危険選択自体は保険制度に内在する逆選

択(103)の防止や道徳的危険を排除し，その巧拙が

事業の収益に直接影響してくるため非常に重要

で，この危険要因の区分は価格設定の目安である

と同時に保険会社が顧客を選択する手段，マーケ

ティングの手段として重視される。保険会社が純

保険料のコストを圧縮できるのはリスクの選別強

化だけである。規制緩和で主に期待されているの

は価格の低下及びサービスの多様化そして消費者

の選択肢の多様化であるが，マーケティング競争

の激化によりその反対の現象が起こりうることか

ら危険要因の区分の設定を自由競争に委ねて良い

かという問題意識が出てくる。

料率設定の際の危険要因については，保険業法

5条1項4号ロで「不当に差別的でなし当」という

要件を満たさねばならず，現時点で具体的には自

動車保険の危険要因の区分について保険業法施行

規則 12条1項4号が規定されている。以下では特

に自動車保険を念頭に置いて，この危険要因の区

分の競争を制限する必要性について検討する。

第 1節現在のリスク細分型自動車保険の危険要

因の区分

大蔵省は 96年の日米保険協議の補足措置の合

意でいわゆるリスク細分型の保険の認可を容認

し， 97年9月より認可した。認可に当たって，保

険料格差の拡大や高リスク者の保険料の高騰など

保険市場の混乱を防ぎ，保険の健全な需給関係の

維持，保険料負担の公平化，健全な競争条件を整

備するために当初は 97年6月の大蔵省の事務連

絡で「リスク細分型自動車保険」の取扱いに関す
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る留意事項が示された。従来の算定会制度のもと

での区分(1叫より範囲を広げ，年齢，性別，運転歴，

用途，年間走行距離，地域，車種，車の安全装置，

車の複数所有といった要因で競争の余地が残され

ている。当然，特定の危険要因の区分を使用して

料率を設定することを強制する協定は独禁法が適

用され違法とされよう。

ガイドラインの区分については様々な批判が考

えられる。損害率が極端に異なる近畿と中園地方

を同じにするのが公平か，地域区分については更

に細分化しでもよいのではないか，年齢や性別の

要因についてはアメリカでは賛否両論あるのでは

ないか，どの危険要因の区分が適切か，これ以上

の危険要因の区分の自由化が好ましいのか，更に

規制が必要なのか等々今後検討されなければなら

ず問題を多く抱えている。

98年6月から保険業法施行規則 12条1項4号

に移行した際に，引受拒否の禁止，選別引受の禁

止事項が削除されたが，選択引受や引受拒否の問

題はどうなるか。実際に外資系保険会社のマーケ

ティング戦略や拠点の展開の仕方は結果として選

択的な引受となる面もある。しかし，この点をあ

まり強調しすぎると新規参入社や既存社が得意分

野に市場特化しようとすることができなくなり，

経営戦略の選択肢を狭めることになる。保険業法

5条 1項4号ロの「不当に差別的な取扱」の禁止

の線引きは非常に難しいものとなろう。尚，現在，

大蔵省と金融監督庁によってこのガイドライン廃

止のための実質的基準について，被害者救済に与

える影響を踏まえて検討されている。

第2節危険要因の区分の自由化によりもたらさ

れること

上記の通り，自動車保険の危険要因の区分につ

いて規制があるが，危険要因の区分について更に

自由に保険会社が設定できるようになった場合に

想定されるメリットとデメリットについて考えて

みる。

第|款保険契約者聞の公平性の実現

従来の算定会の料率体系は危険要因区分が僅か



しかなくて契約者のリスクを正確に反映した料率

体系とは言い難く，実質的には高リスク者と低リ

スク者との聞でいわゆる内部相互補助が行われて

きたと言える。内部相互補助は伝統的な経済的規

制の観点から消費者の「公平負担の原則」に反し

財政政策以外の料金政策によって所得再配分効果

を持つ料金設定は原則的には回避され，慎重にさ

れるべきとの考えが支配的であった(10九

この弊害は危険要因区分の細分化によって解決

されることになる。つまり，危険要因区分の細分

化に伴い保険契約者は個人のリスクに応じた保険

料の賦課が可能になり，保険契約者間の公平性が

促進されることになって，内部相互補助も解消さ

れる。「逆選択」の防止にも資することになる。

第 2款危険要因区介競争による「効率性」の

実現の観点

いったん危険要因区分の自由化が始まると，本

来は低リスクであるのにかかわらず内部相互補助

があるために割高な保険料を課されてきた低リス

ク者層は，危険要因区分を細分化して低リスク者

の保険料の引き下げが実現されれば，価格を重視

する契約者はその区分をとる保険会社と契約する

だろう(実際はそれほど単純ではない)。危険要因

区分を細分化した保険料率体系に追随せず従来の

平均保険料率体系を使用し続ける保険会社では上

記の低リスク者が流出するだけでなく，危険要因

区分を細分化した料率体系では高料率が課される

のを嫌う高リスク者が平均保険料率体系を採用す

る保険会社に流入してきてしまい，その結果，当

該保険会社の損害率は高騰し平均保険料率は維持

し得ず(逆選択を生じる)，危険要因区分の細分化

を図って対抗しなければならなくなり，危険要因

の区分の細分化はエスカレートしやすい。以上の

ように危険要因の区分を自由な競争に委ねること

により「適切な」危険要因区分が残って「効率'性」

が実現されるだろうかというのがここでの問題意

識である。

1.保険会社の経営の「効率性」

危険要因区分が細分化されると一部の低リスク

者の保険料が値下げされるがそれは保険会社自体

損害保険業における競争政策に関する一考察

が効率化することで得られたものではなく，本来

のリスクに応じた価格設定をしただけである。低

リスク者を危険要因区分で抽出し低リスク層のみ

値下げすることと競争による保険会社自体の効率

化とすり替えることになってはならなし》。しかし，

それは消費者利益に短期的には反映されないかも

しれないが，危険要因の区分を自由に設定できる

ことによって保険会社が経営資源を集中して特定

の分野に特化していく場合，保険会社の経営上の

効率化に資するともいえ，長期的には効率化の利

益は消費者に還元されるとも言える。

2.社会全体の効率性

社会にとっての「効率'性」という概念は尺度が

暖昧だが，考えられるものを挙げてみる。

(1) 社会的なコストにおける「効率'性」

従来の制度は危険要因区分を少なくして，高リ

スク者に対しでも自動車保険へのアクセスを容易

にし，かつ加害者の自己責任をできるだけ果たさ

せ，自動車交通事故の被害者救済にかかる社会的

なコストを軽減しようとしたもので，低リスク者

と高リスク者聞の内部相互補助の問題は社会的な

要請に応えたものであったとも言える(そのよう

なコンセンサスがあったかは別であるが)。危険要

因区分の自由化はこの秩序を壊し，無保険車問題

(後述第3款参照)を引き起こし，社会的なコスト

を増大させかねない。但し，その「社会的」なコ

ストなどを測る尺度は不明確である。

(2) 保険契約者の行動の効率化

合理的で正確なリスク評価が実現可能であれ

ば，保険危険要因区分の設定の仕方によって契約

者に保険料コストと保険事故発生防止のためのコ

ストを比較し，効率的な行動をとることが誘導で

き(10ヘ社会全体の効率性が高まることになりう

る。そのような保険の損害抑止機能を重視すると

できるだけ契約者本人が制御可能なものにしなけ

ればならず(10九それに反する危険要因区分の自由

化は社会全体の効率化の効果を薄めることになっ

てしまう。しかし，契約者本人が「制御可能」な

区分とは何か，契約者本人の行動変化によって保

険料コストがどれだけ節約できるのか消費者が理
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解しないと効果が薄く，社会的効率性を測定する

尺度がないという問題がある。少なくとも現時点

では危険要因の区分が契約者にとって「制御可能」

なものであるべきという法律上の要請もない。

(3) 所得の理想的な分配の効率性

危険要因の区分を自由にすることによって高リ

スクの低所得層の保険料が上昇するのは理想的な

所得の分配とは言えず問題であろう。しかし，従

来の区分体系でも低所得者で低リスクの契約者層

(安全運転の若年者がいないわけではない)は大き

な負担を負わされていたり，高所得者で高リスク

者でも低保険料で済んでいたのであるから，危険

要因の区分の方法に完壁な所得の配分の効率化ま

で求めるのは究極的には難しいでトあろう。危険要

因区分の自由と所得の理想的分配を結びつけるの

は限界がある。

第3款 availability. affordabilityの問題と無保険

車問題

規制を緩和して自由かつ公正な競争が確保でき

れば，一般的には必ず価格は下落するものと考え

られるが，危険要因区分を自由化すると短期的に

は高リスク者の保険料率がヲ|き上げられる。

危険要因区分の細分化によって保険契約者個人

間の公平は達成され低リスク者の保険料は低下す

るが，一方で高リスク者はリスクに対応した保険

料が課されることとなり保険料が高騰する。引受

選別競争が激化すると，高リスク者層で生じるの

がIaffordability J (保険の購入可能性)の問題で，

所得の高低，個人の趣向によっては保険料が高騰

することで自動車保険への加入を諦める者が出て

くる現象である。また，保険料の高騰を抑制する

ために行政などが保険料の上限規制をすると，保

険会社は上限の保険料でもリスクに見合わない契

約の引受を拒否することで自己防衛しようとし，

そうなると高リスク者で保険料を払う資力があっ

ても保険を入手できないという Iavailability J (保

険の入手可能性)の問題を生じる。以上のような

現象により比較的リスクの高い(もしくはリスク

たとき，被害者が無保険の加害者の資力不足のた

め損害賠償を受ける等の救済がなされず社会問題

化するのがいわゆる無保険車問題である。

しかし，無保険車問題の定義は明確とは言い難

く，どの程度の無保険車が発生すれば問題とされ

るか明確でない。我が国では自動車損害賠償保障

法(以下 I自賠法」とする。)に基づき自動車損

害賠償責任保険(以下 I自賠責保険」とする。)

が強制付保され，その実効性も図られよく機能し

ている(1附ので厳密な意味での無保険車は存在し

ない。無保険車問題や availability.affordability 

の問題が発生するか否かで危険要因の自由化につ

いては議論の方向性が変わってくる。

現在でも任意対人賠償保険の普及率の低さは市

場に潜在している上に現在の自賠責保険制度が健

在である限り，交通事故の大部分は白賠責保険で

解決できる。故に危険要因の区分を自由に設定さ

せても契約者聞の公平が達成されるメリットを上

回る交通事故の被害者救済の社会的なコスト増大

によるデメリットはなく，無保険車問題は発生し

えないと考えられる。他方で交通事故において加

害者が任意保険をかけていないのに賠償額が莫大

で加害者の資力不足のために被害者救済が十分に

なされない場合，それはその数が1件でも問題は

問題である。後述するように規制緩和の進行と同

時に自賠責保険についても民営化の議論があり，

競争原理が導入され保険会社が効率化することで

白賠責保険に代替することもありえるし，危険要

因の区分が自由化されて現在の任意保険未加入の

人のリスク構造が変化すれば無保険者問題が顕在

化することは十分考えられるのではなかろうか。

以上，危険要因の区分が自由化され競争が起

こった場合に想定されるメリット，デメリットに

ついて見たが，以下ではそのデメリットと考えら

れる危険要因の区分に内在する問題と無保険車問

題(社会における効率性の問題)について見てい

く。

が統計的に把握できていなし~)運転者が自動車保 第3節危険要因の区分に内在する問題

険を入手できないまま走行し自動車事故を起こし 第 2節で見たように危険要因の区分の自由化に
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際しては保険契約者間の公平と保険の普及による

社会の安定の要請のバランスを確保するという必

要性に迫られている。

第|款危険要因区介について

危険要因の区分には5つの特徴として I区分集

団の分離性j，I区分要素の信頼'性j，I損害防止誘

因j，I等質'性j，I社会的な許容性」がある。最初

の3要素はリスク評価と付随する「経済効率'性」

への影響と関係がある(正確なリスク評価と効率

性の関係)。後二者は危険要因の区分を使うシステ

ムのリスク分散の「公正」さに関係がある。危険

要因区分によって前者の「効率d性」だけを促進し

ようとすると他の価値を犠牲にする。結局，全て

を同時に満たすリスク分類システムは存在しない

と言われている(109)。そして，危険要因の区分に完

全に等質的なものはなく，同ーの危険要因区分の

中で僅かに低いリスクから僅かに高いリスクへ内

部相互補助が常に行われている。危険要因の区分

によって同一リスクを共有することで内部相互補

助が生み出されるというのは区分の本質を誤解さ

せる(1叩)。

危険要因区分の細分化競争が激化して過度に細

分化されると細分化した危険集団についての十分

な統計が得られず，大数の法則が機能しなくなっ

たり(111)危険要因区分の細分化による情報収集等

のコストも高くなるため，一定のところで競争は

自然と止まると考えられる。つまり，危険要因区

分の正確さの追求は必然的に価値判断というより

費用対効果の関係でいずれ断念される。危険要因

区分の競争は，区分自体の「適切さ」とは無関係

に大数の法則が機能するかどうかの「効率'性」も

しくは，保険会社にとっての費用対効果，経営上

の「効率性」によって決まってくる。その方向性

は第2款の 2.で検討されたように社会の効率性

の実現の観点は入ってこない。

危険要因区分に当たっては I効率性の要請」と

「リスク分散上の公正の要請」の衝突の問題があ

る。危険要因区分の開発への投資は個別の会社が

行っても他社にフリーライドされてしまうので危

険要因区分によるマーケティング競争の結果，利

損害保険業における競争政策に関する一考察

益が上がらなくなれば上記の通りそれ以上の細分

化は止まってしまう。そこで I適切な」危険要因

区分の開発への投資は集団的なものか又は政府に

よる開発投資が望ましい。しかし，政府による限

定的な規制は市場内の別の圧力の影響を受けやす

く，他方で非効率的な危険要因区分が残ってしま

うと逆選択を引き起こす可能性がある。逆選択の

可能性は保険と代替手段の需要交叉弾力性にか

かっている(112)。事業者間もしくは監督官庁によっ

て危険要因の区分を共同開発し各社に選択を委ね

ても算定会制度時の区分よりも効率性が劣ること

になることもないと考えられるので，市場の混乱

なく制度の運用ができるのではないか。

第2款 アメリカにおける危険要因区介に関する

問題

危険要因区分の自由化については96年の日米

保険協議の際にアメリカ側から要求されたが，そ

のアメリカでは特に性別，地域，年齢による区分

が問題視され，どの区分要素が適切かについては

かなり議論がある。信用販売等では人種，肌の色，

宗教，性別，血筋による差別は市民権法により禁

止されい円諸州でも危険要因の区分について制限

がある。例えば，契約者の居住地区により料率に

差を設けるのは事故発生率と因果関係がありそう

だが，区分のために使われる「郵便番号」が人種

と居住地域を結びつけているため，社会的な許容

性の問題が生じている(114)。

州における危険要因区分に関する制限の一例と

して，カリフォルニア州では提案 103号2条によ

り州保険法 1861.02条d項において危険要因に制

限を加え，被保険者の安全運転記録，年間走行距

離，運転経験年数に限り，その他の要因は保険長

官が危険に相当な関係があるとして規制対象と認

めるものとしている。つまり，地域，年齢，性別

のいずれの要因も料率算定上の基準として明示的

になし得るものとはしておらず(111少なくとも危

険要因の区分については自由競争に任せていると

いう状況ではない。

各州異なった規制体制を採っておりその中でも

カリフォルニア州の例は特殊といわれてお
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り(11ヘまたアメリカ特有の人種問題や性差別の問

題が絡んでいることからも，アメリカの問題が必

ずしも日本に参考になるかは疑問である。但し，

問題は危険要因の区分と保険事故の発生との因果

関係があったとしても社会的な衡平の観点からそ

れらの要因を排除することが適切かということで

ある。

第4節無保険車問題

上記第 1節第3款(1)の考えでは，任意の対人賠

償責任保険の普及率は 98年3月末で69.9%.任

意自動車保険以外に自動車共済(117)の普及率が約

15%(118)あるので合計した普及率は約85%で，任

意対人賠償保険の無保険車率は約 15%と考えら

れることから，無保険車問題は従来の日本の料率

算定会制度の下でも存在するとされている。この

割合はアメリカの無保険車の水準(119)とほぼ同じ

であるが，それでも日本ではアメリカで問題と

なっているような無保険車問題が生じていないこ

とから日本における，任意自動車保険の無保険車

問題は深刻ではないと考えられている。

しかし，問題は高リスクでありながら無保険状

態で走行している人がどれぐらいいるかである。

アメリカでは availability・affordabilityの問題

の影響で無保険になった人が多いと考えられ，比

較的高リスク者が無保険状態で走行しているの

で，無保険車の自動車事故が頻発し問題となって

いるが，幸い，日本ではそういう状況ではない。

それは日本で無保険状態のドライパーは自らの選

択で任意保険は必要'性がないと判断している人た

ちが多いと推定され，彼らは必ずしも高リスクで

はないために，無保険車が自動車事故を起こす確

率はそれほど高くなく無保険車問題として採り上

げられていないのではなかろうか。それが今回の

算定会制度の大幅改革による料率の自由化や今

後，危険要因区分が完全自由化することになると，

availability. affordabilityの問題が生じるのは必

須で，その結果，無保険車のリスク構造はアメリ

カに近付いていく，つまり高リスク者が無保険状

態になるおそれがある。 availability• affor-
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dabilityの問題が生じるほどの危険要因区分の細

分化や危険要因区分を自由競争に委ねるのは好ま

しくないのではなかろうか。無保険車問題は交通

事故の被害者救済に悪影響を与えるだけでなく，

無保険車の増加で一般的に無保険車傷害保険や交

通事故傷害保険の加入が増え損害率も悪化するこ

とで，競争によって自動車保険の低リスク者の保

険料が引き下げられるかわりに無保険車傷害保険

や交通事故傷害保険の保険料が引き上げられるこ

とになるとも言われている{山)。

しかし，先に触れたとおり，日本では自賠責保

険が存在するために厳密な意味では無保険車とい

うのはほぽ存在せず，前述の通り自賠責保険制度

がうまく機能しており，急激には availability• 

affordabilityの問題は生じないと考えられる。し

かし，続いて考えなげればならないのはその自賠

責保険制度の在り方である。

第5節 自賠責保険制度との関係

高リスク者の affordability・availabilityの問

題，無保険車の横行の問題を解決するためには対

人賠償責任保険プール(アメリカでの残余市

場(121)).免責金額の設定や引受金額制限などの条

件によって保険料の絶対額の軽減などの技術的な

対応で十分なので積極的に危険要因の区分を含め

自由化を促進すべきという議論(122)があるが，そ

れらはあくまでも自賠責保険が存在することを前

提にした議論である。既述のように支払保険金の

自賠責保険と任意保険の比率からしても自賠責保

険の果たしてきた役割は非常に大きいし，今もか

なり大きなプレゼンスを誇っている (123)。

しかし，自賠責保険制度は 6割を政府の再保険

に出すことを強制し国家が資金をプールし，運営

にも監督官庁下の自賠責保険審議会などが関わ

り，またその料率体系は平均保険料をほぽ一律に

課すものである。ノーロス・ノープロフィット原

則(124)がとられているとしても，今後競争が活発

に行われることになる民間任意保険と比較すれば

その効率性はいずれ劣るものとなるだろうし，保

険料の 6割を政府の再保険に回すことはそれだげ



民間活力を削いでいることにもなる。競争政策の

観点からは民営化されるべきとの意見が高まるの

は必至で，実際， 98年10月には中央省庁改革推進

本部の検討対象に白賠責保険の民営化が挙げられ

ている(山)。競争政策の立場に立てば，保険の自由

化が進展すれば特に低リスク者の保険において

は，料率・サービスで見ても民間任意保険の方が

割安，高サービスということになり，いずれその

役割は民間任意保険に取って代わられる可能性は

高い。保険業における競争政策の当面の目的は保

険制度・会社の効率化の推進であり，効率性で劣

る公保険の色彩の強い自賠責保険の役割は終わ

り，自賠責保険を廃止するか少なくとも白賠責保

険のウエイトをもう少し号|き下げる(例えば自賠

責保険の保険金額を引き下げる，政府強制再保険

の割合を引き下げる等)という方向に見直される

ようになるのではなかろうか。

勿論，白賠責保険の民営化に関連しては保険金

の支払いの確保や支払の統一化の必要性，国営再

保険の意義など再検討されなければならない問題

は別に多く存在する。

第6節危険要因の区分の規制の在り方

第 l款危険要因の区介の「適切性」

保険制度では同じリスク集団内での内部補助は

認められるが，複数のリスクの聞の関係が果たし

て同じリスク集団なのか，異なるリスク集団なの

か，保険事故の発生率との因果関係や統計上の問

題などでその限界付けは難しく，その限界付けを

する危険要因の区分の適切性については慎重な検

討が必要である。しかし，適切か不適切かの問題

以前に affordability・availabilityの問題が生じ

ていない段階では区分を特に規制する必要はない

ともいえる。実際，現在は自賠責保険が存在する

ので，我が国で即， affordability' availabilityの

問題は生じないと思われる。但し，どういう状況

になったら問題が生じていると判断するのか不明

確な割には問題自体は大きそうであるから，事前

に何らかの規制を考えておく方がよいだろう。

危険要因区分の細分化はマーケティングの手段

損害保険業における競争政策に関する一考察

として使われる可能性が高く，引受選択競争を激

化させやすく，どの要因が適当か，どの程度まで

なら許されるかは価値判断を含み，政治的な問題

となりやすい。危険要因の区分の開発を市場原理

に委ねた結果，社会問題化するおそれも大きし

その時の業界のイメージ・信用のダウンは契約者

の「信用」を基礎にしている業界にとって非常に

痛手であろう。公共的な役割を担うことを自負す

る損害保険業界にあっては社会差別を助長，顕在

化させる等で社会の信頼を失うべきではない。基

本的には保険会社は危険要因の区分の「適切」さ

についてはマーケティングの立場からだけではな

く，特に社会的な「容認J性」の立場からも十分検

討し，引受選択競争への偏りは控えなければなら

ない。

第 2款アメリカの状況

前述の通り，アメリカでは諸州で危険要因区分

に対して一定の規制が行われている。それは現在

のアメリカでは危険要因区分の細分化がマーケ

ティングの手段となり価格，商品内容，サービス

の競争にも増して競争が激化している傾向があっ

たからでもある(12九旧守的な危険選択方法は市場

に委ねれば競争により修正されるという議論があ

るが，保険会社の引受方針は入手可能な統計デー

タから希離した不確実性を回避しようとするので

危険要因の区分について競争へ委任することがう

まくいくとは限らない。国民生活にとって保険は

重要であり，保険市場には反競争的な側面がある

ことを考えると政府が適切な区分を確立すべき

で，区分競争を制限すれば価格，サービス，技術

革新，製品改良，流通手段における競争へ保険会

社を方向付けることにもなる。その補完として競

合する保険商品についての情報提供の充実などが

図られなければならないとも考えられてい

る(127)。

第 3款規制の必要性

危険要因区分の自由化は保険制度の原則である

契約者間の公平牲の実現や自己責任の徹底，保険

会社にとってみれば得意分野への特化を図ること

ができるようになるが，他方で高リスク者が保険

203 



北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル NO.61999

を入手できなくなるといった無保険者問題，また，

危険要因の区分が保険会社にとってマーケティン

グの手段としてのみ使われがちなことから差別を

助長するおそれをもたらす。無保険車問題を解消

している白賠責保険制度もその民営化が検討さ

れ，競争過程を通じたプライス・リバランスによっ

て高リスク者の保険料が競争均衡水準に落ち着い

て無保険車問題が解消されるに至るには多分長い

プロセスを経て実現される(128)ため，危険要因区

分の自由化は，その程度や基準がはっきりしない

が，社会問題もしくは社会の効率性の阻害をもた

らして短期的な混乱を生じさせそうであるo

この混乱を回避して保険契約者聞の公平性を実

現するために，日本でも残余市場を創設すること

によって解決するとの主張がある O しかし，アメ

リカ各州で実施されている残余市場制度では，そ

こで発生する赤字は事後的に非残余市場における

市場シェアに応じて保険会社に割り当てられてお

り{129)，結局保険料の負担額は平準化されてしまう

可能性がある。つまり，残余市場の創設による任

意市場の効率化促進の効果とその効果を減殺する

低リスク(任意市場)から高リスク(残余市場)

への事後的な内部補助とどちらが大きいかによっ

ては，社会的なコストが増え効率性自体も改善さ

れたと言えないということにもなりかねないので

はなかろうか。結局，従来の算定会制度下の事前

的な内部相互補助が事後的に行われるに過ぎない

のではなかろうか。

算定会改革による料率の自由化・競争の激化が

落ち着くまで，自賠責保険制度を当面維持し，保

険審議会が指摘(130)し保険業法施行規則で定めら

れているように危険要因区分についてはどのよう

な危険要因区分が適切か，事故との因果関係や統

計上の問題なども含めて我が国の事情も踏まえて

更なる議論が必要で，政府による何らかの規制が

残される余地が十分あるであろう。危険要因区分

を抑制することによる逆選択のおそれは，今回の

算定会改革の影響で保険会社自体のコスト削減な

どが行われれば保険料の水準が全体的に低下する

はずなので，少なくとも現時点以上の逆選択は進
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まず，普及率が低下することもないだろう。

長期的には競争過程を通じてクリーム・スキミ

ングの問題も低リスク市場での競争の激化と同時

に収益が低下していくので，いずれ高リスク者を

めぐっても競争が始まりリスクの過度な選択競争

は解消してプライス・リバランスするだろう。そ

うすればいずれ契約者聞の公平性も実現すべきで

あろうから危険要因の区分は段階的に多様化さ

れ，任意保険の競争が定着した段階に至れば白賠

責保険制度も民営化が進められるであろう O

自動車保険以外の保険種目でも，危険要因の区

分が多様化していく可能性は十分あり，それに

よって例えば，火災保険では台風の被害が大きい

地域別の保険料の高騰の可能性や健康保険の補完

として私保険が更に今後求められるとすると個人

のリスク別の保険料設定の仕方が問題となり，社

会問題として顕在化するおそれがある。

第 5章保険商品の標準化

商品内容は価格設定の前提となり本来切り離せ

ないものであり，保険商品の内容を規定する保険

約款等を標準化するのは即ち料率の設定にも影響

が出てくる。

保険商品の標準化とは保険証券の様式や保険商

品の内容若しくはサービスの標準化という意味だ

が，それらの標準化は保険会社から顧客の細かい

要望に応じる商品設計の柔軟性を奪い多様な商品

の出現による競争を減少させる効果があり，独禁

法違反の疑いを生じる。しかし，保険商品は内容

が複雑で家計保険分野では保険者と被保険者との

聞には情報の偏在がある。基準となる保険約款が

存在すると複数の保険会社が提供する保険商品に

ついての比較可能性が増し消費者が価格や保険の

担保範囲を比較し選択を容易にできるようにな

り，公正な競争の促進にもつながりうる。

第l節 EUの一括的適用免除規則

委員会規則 3932 号 5~9 条では標準約款に関

する適用免除を規定している。ConcordatoIncen-

dioケース(131)以降，会員が使用を義務づけられず



実際に会員間で競争があれば適用免除が与えられ

るとされた。但し，標準約款の保険者の使用は常

に任意で，純粋に例示的なものであり，異なる条

件での約定が可能であることが明示され，全ての

利害関係人に入手可能でなければならない。(6 

条)

委員会は，リスクをより統一的に分類して情報

の偏在を緩和し，消費者の価格比較可能性を高め

る競争促進効果と保険者の柔軟性を奪うことによ

る競争減殺効果のバランスをとろうとして(附，保

険会社がその使用を義務づけられない標準約款の

みを適用除外とし，また保険の担保範囲や保険期

間に関して違法となる類型を 7条1. (a)~(k)で広

範囲に渡り規定している。

第 2節加~IIII反卜ラスト・ガイドライン

標準約款の採用それ自体は反トラスト法の当然

違法ではなく，他の産業と同程度，認められる。

競争促進効果と反競争効果のバランスは個々の場

合の特定の事実にかかっており，統一的な標準様

式を使用することの協定や合法な標準化された約

款が形成される過程で反競争的な目的(共同ボイ

コットなど)に濫用される場合，標準約款自体が

違法でなくともその約款を使用することを事業者

に強制する場合は違法となる。

第3節我が国の場合

標準的な保険約款については 98年改正料団法

に規定はないが，旧法と同様に参考純率に添付し

て監督官庁に届け出ることとなる (1問。参考純率算

出の前提条件となる標準約款の作成自体は料団法

7条2第 1項第1号の「参考純率の算出」に関す

る行為とみなされ，当然，料団法に規定されてい

る業務のーっとされる。事業者団体ガイドライン

の第二・9-6では「価格比較の困難な商品又は役務

の品質等に関する資料等の提供」で，-公正かつ客

観的な比較に資する資料又は技術的指標を，需用

者を含めて提供すること」は独禁法に原則として

違反とならないとしている。但し，括弧書きで「事

業者聞に価格についての共通の目安を与えるよう

損害保険業における競争政策に関する一考察

なことのないものに限る」とされている。算定会

種目以外でも 98年改正料団法7条の 2第2項第

1号 2号の規定に基づ、いて料率設定の前提とす

るための標準約款，消費者が商品を比較するため

の尺度である標準約款作成を料率算出団体の役割

のーっとして使用の強制を伴わない範囲で保険商

品の標準化は認められることとなろう。

今回の規制緩和による成果のーっとして利用者

はサービスの多様化という思恵を受け，事業者は

サービス競争という新しい競争のルールが確立さ

れたわけで独禁法を意識しつつ積極的に新商品開

発を行う必要があろう。独禁法の監視下にあって

は各社が共通の主たる契約内容である普通保険約

款を定めることは常に許されているわけではない

が，特に共同保険の締結が予想される保険種目の

場合など普通保険約款は各社共通にして，各社の

独自性は特約条項で自由に発揮させれば(刷，商品

全体の競争を実質的に制限したことにはならない

だろう。

おわりに

98年改正料団法では旧法の認可による保険料

率の継続使用について 2年間の経過措置がとられ

ているが，新商品の開発競争，料率競争が始まり，

競争の成果は上がりつつある。現段階では製品差

別化競争が行われつつあり，その後には激しい価

格競争が始まるものと考えられる。

今回の算定会改革や規制緩和による自由化，価

格競争の影響を受け，業界の慣行は競争を促進し

事業の安定をもたらす機能もあったが反競争的な

効果は否めず，今後は大部分が独禁法の監視下に

入る以上，事業者もしくは共同する複数の事業者

の市場力を考慮に入れ独禁法を意識した行動が要

求されよう。特に今回の一連の改革によって保険

会社は価格設定の自由を手に入れた以上，従来の

業界全体で相互依存する体質から独自の判断で価

格設定の責任を自己で負わなければならない。規

制緩和によって保険料率カルテルにより超過利潤

が保証されていた時代は終わり，単にシェアを拡

大すればよいのではなしいかに収益をあげるか
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が求められるようになる。保険会社聞の競争手

段(135)は多様化し得意分野に特化することができ

るようになるが，業界全体が極端に偏った競争を

展開するのは弊害をもたらすおそれがある。相互

取引や契約者株式保有，広告，販売網の拡大だけ

の生産的でない競争から脱却して保険事業におけ

る商品内容，価格，サービスなどの効率化，新商

品開発競争に資源を集中していくべきである。

「競争」は「規制」がなしえない「効率」を長期

的には促進，実現するが，他方で優勝劣敗の原則

の影響を一般消費者にももたらしその勝者と敗者

の格差を拡大させるおそれがあるので，その抜本

的な格差是正は社会保障政策等で行われるとして

も，短期的な混乱を和らげる是正措置としての規

制が必要な場面がある。それはどちらかというと

急激な改革に伴う混乱の防止のためで，長期的に

は競争が定着し自由化する方向で規制を行うべき

である。価格に関して政府が事前に直接規制する

形から，できるだけ市場原理に委ね制度に則った

透明な規制を行っていくべきであろう。

保険業の競争に対して監督官庁，公取委が「競

争」と「規制」の調整を行い，公正かつ自由な競

争が確保され，また，事業者は自己責任に基づく

判断を行い競争に参加しなければならないが，最

後に忘れられではならないのは競争政策を強化し

て規制緩和が進められるということは，一般消費

者にとって価格が自由化されることによって価格

と品質を考慮して合理的に選択する余地が与えら

れただけでなく，消費者の自己責任が強く求めら

れるようになってくる (136)ということでもある。

注

(1) 保険業の改革については国内的には保険審議

会を中心に検討が繰返され， 1995年に半世紀ぶ、

りに改正された新保険業法で結実した。その中

で生損保子会社形式での相互参入，一部種目に

つき認可制を届出制へ，付加保険料率部分をア

ドバイザリー・レート制度へ移行させ，漸進的

な競争原理の導入が予定されていた。しかし，

93年以降，日米構造協議の一環として日本の保
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険分野への市場アクセスの問題が協議されてい

たのが，合意の解釈をめぐり日米聞の対立が続

き， 96年 11月に橋本内閣が日本版「ピック'パ

ン」構想を提唱した直後の 12月に算定会料率遵

守義務の撤廃等の算定会制度の大幅改革，独禁

法の適用除外の縮小，差別型自動車保険の認可

等を含んだ日米保険協議補足措置が合意され，

98年 7月以降の損害保険市場の急速な自由化

が国際的に約束された。

(2) 保険料率カルテルが認められていたのは算定

会料率保険種目(火災，自動車，傷害，地震，

自賠責保険)においてだけであった。

(3) 西島梅治「保険業法の問題点J W保険学雑誌』

492号 (1981年) 4頁。

(4) 岩崎稜「保険業に対する政府規制緩和J W公正

取引~ 385号 (1982年)10頁，吉川吉衛『保険

事業と規制緩和~ (同文館・ 1985年)19頁等。

(5) 根岸哲「競争政策と各種事業法J W規制産業の

経済法研究II~ (成文堂・ 1986年)16頁。

(6) 茶谷栄治「金融システム改革のための関係法

律の整備等に関する法律の概要(上)J NBL649 

号(1998年)22頁。

(7) 適用除外は縮小されたが，下記の明文上の適

用除外規定が残されている。

(1) 保険業法 101条 1項 1号

航空保険，原子力保険，自賠責保険，地震

保険に固有の業務につき損害保険会社が他の

損害保険会社と行う共同行為。

(2) 保険業法 101条 1項 2号

リスクが巨大もしくは不安定で，再保険

プールがなくては元受保険が成立せず，保険

技術上，再保険プールが必要な場合に限り，

再保険プール実施のために必要不可欠な共同

行為。

(3) 料団法7条の 3

基準料率(自賠責保険と地震保険の純保険

料率と付加保険料率を合わせた料率)の算

出・提供に関する共同行為。

(8) 東亜火災海上再保険会社等カルテル事件(公

取委昭和26年2月2日同意審決)，日本機械保



険連盟カルテル事件。(公取委平成9年2月5日

同意審決)

(9) EUの競争政策では，価格設定に関連する共

同行為は EC条約85条 1項(競争制限行為等の

規制)で規制される。 1項の規定は取引当事者

聞の協定等を含む広範囲な競争制限行為を対象

としているが，市場における競争への実質的な

影響を判断するために 3項の要件が定められ，

1項と 3項を統一的に把握し 3項によって適

用免除されない場合に 1項が適用される。 3項

の要件を満たす一定の類型の行為については法

的明確性・法的安定性の確保，委員会の負担軽

減のために一括適用免除規則が制定され届出を

せずに 85条 I項の適用を免除される。規則の範

囲を超えたり，規則の解釈が明確でない場合，

事業者は委員会に届け出て個別適用免除を受け

たり，ネガティプ・クリアランスやコンブオー

ト・レターを受けて委員会から法的措置をとら

れないように処置している o (正田彬『アメリ

カ-EU独占禁止法と国際比較(正田彬編)~ (三

省堂・1996年) 161 頁以下，松下満雄 ~EC 経済

法(松下満雄編)~ (有斐閣・1993年) 68~69 頁

参照。)

85条の適用は商品の供給行為以外の銀行・保

険業等サービス業への適用の是非については議

論があったが， 73年の競争政策に関する第二報

告の論点60で適用が肯定され(RobertMerkin 

& Angus Rodger， EC INSURANCE LA W， 

(Lomgman， 1997)， p. 167)，同年の EEC指令

239号(第一次損害保険指令)以降，損害保険業

の自由化が進められた。 EC委員会が競争法を

適用する際にはa:保険会社間の競争を制限しな

いようにする，②消費者にも同様に全体的な利

益をもたらす保険会社聞の共同行為の方法を認

め，法的安定性を確保し競争を促進するという

2つの目的のバランスをとるようにしている

(Charles Esteva，“The Application of EU 

Competition Rules to the Insurance Sector. 

Past Developments and Current Prio肝ri比tiたesダ"

British 1幻sur，α仰芦nc印eLaw Assoa勿αtiOJη1JourηαJ 

損害保険業における競争政策に関する一考察

No. 90， (1997)， http://europa.eu.int/comm/ 

dg04!speech!seven!en!sp97019. htm) 0 1984年

Nuovo Cegam機械保険協会に関する決定 (OJ

1984 L99!29)以後， EC委員会の決定， EC裁判

所の判決により，保険業への競争法の適用が確

立されたが，それに応じて保険会社からの 85条

3項に基づく個別適用免除の申請が爆発的に増

加した(出張千秋「海外における独禁法制及び

保険業の共同行為に対する海外の独禁規制J~損

害保険研究~ 54巻 1号(1992年)180~184 頁以

下， Merkin & Rodger， supra， pp. 167-168参

照。)。申請の大部分が通常使用される標準化さ

れた契約条件に係るものであったということも

あり， 1991年に理事会規則1534号 (OJ 1991 

L143!Uによって保険業における①共同の損害

統計等に基づく共通の危険保険料タリフの作

成，②共通の標準保険約款の作成，③一定種類

のリスクについての共通の担保条件，④損害査

定，⑤安全装置の検査・承認，⑥加重リスクに

ついての登録と情報収集といった競争制限的行

為についての一括適用免除規則を制定する権限

が委員会に与えられた。委員会はそれに基づき

92年に委員会規則3932号 (OJ1992 L398!7) 

を定め，委員会の経験蓄積不足を理由に④，⑥

を除き 4種類の行為に対して一括適用免除を

与えた。この規則は保険業との関係で行われた

個別的適用免除の集積と言える。(南雅晴'EU・

アメリカ・我が国における保険業に関する独占

禁止法の適用除外についてJ ~公正取号 I~ 577号

(1998年) 38 頁，正田彬 WEC 独占禁止法~ (三

省堂・1996年) 169~174 頁，出張千秋・上記・

184~187 頁参照。)尚， 1999年に委員会は委員

会規則の施行状況と改善点を理事会に中間報告

すべき義務を負っており，委員会の政策方針が

明らかになるだろう。

EUの保険業に対する適用免除は一括適用免

除規則以外でも柔軟に行われるなど，日本と同

様には考えられないが，一括適用免除規則は事

業者にとって法的安定性や予測可能性を高める

など参考になると思われる。
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(lO) アメリカの保険業に対する反トラスト政策

は， 45年3月に制定されたマッカラン・ファー

ガソン法 (McCarran-FergusonAct)によって

原則として連邦反トラスト法から保険業が適用

除外されているため，保険業に対する規制は州

の包括的な権限の中に含められている。そのた

め，保険業に対する反トラスト政策は州に委ね

られているが，各州によって州反トラスト法の

適用は異なっており，保険種目毎に適用除外し

ている州も少なくない。各州の料率規制政策の

傾向としては，マッカラン・ファーガソン法制

定時に主流だった事前認可料率制度から 69年

にニューヨーク州が大部分の保険種目で事前認

可制度を廃止したのを契機に，競争料率制度を

採用する州が増加しており，現在のアメリカの

損害保険市場は集中度は低く，競争が激しいと

思われる。

その中で， 80年代半ばに訴訟の頻発，賠償責

任水準の高騰等で生じた保険危機後， 1988年の

住民投票によりアメリカで最も開放的・競争的

といわれていたカリフォルニア州でかなり急進

的な内容の「提案 103号J(Proposition 103) (佐

藤徳太郎=満岡紀「カリフォルニア州「提案 103

号」についてj公正取引~527 号 (1994 年)58~ 6 

頁参照。)が立法された。その主な内容は料率水

準の強制引き下げ，料率の事前認可制度の導入，

危険要因の区分に対する制限，保険業に対する

州反トラスト法の適用除外の撤廃等である。

マツカラン・ファーガソン法により州法が連邦

法に優先し，また，提案 103号が住民投票で決

まったことから州憲法上，州保険法に対する優

位法として位置づけられている。本法の内容の

是非については州最高裁でも争われるなど，実

施に当たっても混乱が見られたりして，かなり

特殊な例で適当な比較例とは言い難い部分もあ

るが，事前認可制度などの規制と保険業におけ

る競争促進をを両立させようとする試み自体は

今後の日本法においても参考となる部分がある

と思われる。 90年4月にカリフォルニア州司法

省の John K. Van De Kamp司法長官が提案
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103号を受けて保険市場の競争を促進するため

に「保険業に対する反トラスト・ガイドライン」

(ST A TE OF CALIFORNIA DEP ART-

MENT OF JUSTICE， Antitrust Guidelines 

for the Insurance Industry， Commerce Clear-

iηg House No. 102 Apr. 24 (1990)) (以下 r加

州反トラスト・ガイドライン」とする。)を公表

した。本稿ではこれを参考にしつつ (PartII 5 

2， 6" 7.)，我が国の損害保険業において独禁法

の適用範囲について見ていく。尚，本ガイドラ

インでは連邦よりもカリフォルニア州の反トラ

スト法の方が進歩的かつ制限的であると言って

いる。(出張千秋・前掲(注9)・171頁以下，同

「保険危機以降の McCarran-Ferguson法に関

する動向についてJ 1'"保険研究~ 43集(1991年)

160 頁~169 頁，特に反トラスト・ガイドライン

については 186頁(注73)参照，弥永真生「料

率の道守義務に関する考察(1)， (2)J 1'"損害保険研

究~ 52巻4号53頁・53巻 1号(1991年)45頁，

岡田太志「保険市場における競争と規制ーアメ

リカ損害保険料率規制を中心にした史的概観

J 1'"損害保険研究~ 52巻3号(1990年)57~62 

頁，和久利昌男「損害保険における共同行為一諸

外国の状況の概観と共同行為に関する問題点の

考察一J 1'"損害保険研究~ 43巻3号(1981年)

188頁以下参照。)

(11) 参考純率の種目は従来の火災保険，傷害保険，

自動車保険に加えて国民生活に不可欠な公的制

度を補完する機能を持つ保険ということで医療

費用保険と介護費用保険が追加された。

(12) 基準料率の種目は自賠責保険，家計向地震保

険で，基準料率をそのまま使うことで保険業法

の「みなし認可」が受けられることになってい

る。

(13) 事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指

針(平成7年 10月30日公正取引委員会)の第

二・9-1(重要な競争手段に具体的関係する内容

の情報活動)に該当するおそれ。(以下 r事業

者団体ガイドライン」とする。)

(14) Luc Gyselen， EU Antitrust Law in the 



Area 01 Financial Services， Fordham Cor-

ρorate Law Institute 23 rd Annual Conler-

ence on Inter:ηαtional Antitrust Law and 

Policy， (1996)， para.73， http://europa. 

eu.int/ comm/ dg04/ speech/ six/ en/ sp 97005. 

htp 

(15) Merkin & Rodger， supra note 9， p. 170. 
(16) ドイツの機械利益保険の共同再保険協定に関

する決定。 (OJ1990 Ll3/34) 

(17) イタリアの火災保険協定に関する決定

(【1991]4 CMLR 199) 

(18) Merkin & Rodger， supra note 9， p. 170~ 17l. 

(19) 車の修理費や医療費用などのコストの変化の

分析。

(20) Gyselen， supra note 14， paras. 84~85 ， 

Esteva， supra note 9. 

ωMerkin & Rodger， supra note 9， p. 175. 

(却 (a)，(b)， (c)の関係は，

(a )reported incurred loss X (b )loss develop-

ment factor = (d)developed incurred losses 
(d) developed incurred losses X (c)claim cost 

trend factor = (e)developed trended losses 

(将来の予測ロス・コスト算出のため調整処理

されたデータ)=(a)X(b)X(c) 

アメリカでは予め届け出たか認可を得た自

社で使用する純率係数 Oosscost multiplier) 

を(e)にかけて得た数値を自社の営業保険料率

とする。(出張千秋・前掲(注10)r保険危機

……」・ 187頁(注79)，(注80)参照。)

(お)提案103号 1861.03条a，b項で，支払保険

金，支払備金に関する過去のデータを保険長官

に提出する場合，その収集，まとめ，及び配布

するための協議と保険の入手可能性を確保する

ために法令又は保険長官によって定められた共

同協定の参加は反トラスト法の適用除外とされ

ている。

(24) カリフォルニア州議会の公聴会での司法長官

の発言。 Statementof J ohn K. de Kamp in 

hearings on H.R. 2721 before Subcom. on 

Monopolies and Commercial Law， 100th 

損害保険業における競争政策に関する一考察

Cong.， 1st Sess.， pp. 352， 366~367 

(お)保険金支払いが完了していない契約について

の最終保険金の額を予測するための保険数理の

技法を言う。(出張千秋・前掲(注 10)r保険危

機・…・・」・ 181頁(注目)参照。)

(26) 損害統計計上時期と料率実施時期との 1~数

年のタイム・ラグの聞における，インフレ，技

術革新，法改正その他による損害事情の変化を，

実施する料率に反映させて，過去の損害原価と

将来の損害原価との間のギャップを埋めるため

に，過去の事故傾向 (trend)に基づいて，過去

の1件当たりの平均損害額及び事故頻度(fre-

quency)を修正し，将来の損害を推定するのに

用いられる保険数理の技法を言う。(出張千秋・

同上・ 181頁(注21)参照。)

(幻) 出張千秋・前掲(注9) 171~180 頁，特に今

までの McCarran-F erguson法の改正案につい

ては，同rMcCarran-Feguson法についてJ W損

害保険研究~52巻2号(1990年)77~94 頁参照。

(28) 事業者団体ガイドラインの第二・ 9(2)。

(29) 実方謙二『独占禁止法(第 4 版)~ (有斐閣・

1998年)229頁。

。0) 遠藤義光「自動車保険料率の自由化の内容と
独禁法との関係J NBL641号(1998年)13頁。

ω 同上。
(32) Insurance Services Office Inc. : 71年に 6つ

の料率算出団体が統合して発足した米国最大の

料率統計・算出団体で，営業保険料のアドバイ

ザリーレートの提供をしていたが 90~93 年に

純保険料のアドバイザリーレートの提供に移行

した。

(33) 前掲(注 7)参照。

(34)事業者団体ガイドラインの第二・ l~(lH。

(紛事業者団体ガイドラインの第二・ 10~1。

(36) 実方謙二・前掲(注 28) ・ 229~230 頁。

(訂) 松本隆「損害保険料率算出団体に関する法律

の改正(平成 10年7月1日)施行についてJ W保

険学雑誌~ 562号(1998年)113頁。

(38) 保険会社が特定の契約責任の全部ないし一部

をその再保険部分に見合う保険料と引き替えに
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他の保険会社に転嫁することによってリスクの

分散を図る手段。(大城裕二『新保険学(庭田範

秋編)~ (有斐閣・ 1993年) 36~37 頁参照。)

側複数の保険企業がそれぞれに一次的責任を負

う形で同一リスクの引受を分担するものであ

り，保険企業聞の水平的なリスク分散機構を形

成する。(大城裕二・同上。)

(40) 

(1)共同保険プール(EU委員会規則では

、group汐とされているが以下「プール」とす

る)

特定リスクの共同引受，もしくは引受・管

理を共同の事業体等に委託する協定を結ぶ団

体。(EU一括適用免除規則の 10条2.(a)) 

(2) 共同再保険プール

多数の保険者がその各元受保険を再保険に

出すに当たり，プール参加の各保険会社の協

定割合に基づき，危険の分散及び平均化を図

り且つ再保険の交換をなすために参加者の協

約によって設けられる保険団体。(松木太郎

『再保険法の理論(初版)~ (有斐閣・1957年)

109頁。)

(41) 危険の種類及び程度，また保険金額をほぼ等

しくする危険が広範囲に渡って十分多数に存在

すること。(水島一也『現代保険経済(第 5 版)~

(千倉書房・ 1997年)19頁参照。)

(42) Mark S. Dorfman， Introduction to Insur-

ance (Third Edition)， 1987， 204~205 頁(鈴木

辰則監訳・成文堂)。

附南雅晴・前掲(注9)・ 39頁。

付4) Gyselen， supra note 14， para. 102. 

陥)Ibid.， para. 108. 

(46) Esteva， supra note 9. 

(47) Gyselen， supra note 14， para.11l. 

倒) Esteva， supra note 9. 

側損害や事態の一層の増大・悪化・深刻化をも

たらすリスク(出張千秋・前掲(注9)・ 185頁

(注37))。

側南雅晴・前掲(注9)・ 39~40 頁。

(51) 共同再保険プールにおいて，出再義務がなけ
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れば保険会社が「逆選択」するおそれがあるの

でプールの維持のために出再義務を課す余地が

あると考えられる。しかし，保険会社がリスク

の高低を区別するリスク評価能力がない限り保

険会社はプール外に再保険を出すことにメリッ

トを感じない。そういう意味で出再義務条項は

通常役に立たないし，それがなければ少なくと

も競争の潜在性を推定させる。 (Gyselen，supra 

note 21， paras. 105-106.参照。)

(52) Esteva， supra note 9 

(53) 南雅晴・前掲(注9)40頁。

(54) Lloyd's Underwriters Ass. + 1. of London 
Underwr. (OJ 1993 L4/26)等。

(55) 吉田登『損害保険実務講座第 1巻(東京海上

火災保険編)~ (有斐閣・ 1983年)557頁。

(56) 後掲(注*)参照。

(57) 株式保有，合併等に係る「一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限することとなる場

合」の考え方(以下 I企業結合の考え方」とす

る。) (公取委平成 10年 12月21日)第3・3(1)

参照。

(58) 実方謙二・前掲(注29)・201頁。

仰) 東宝・新東宝事件(東京高裁昭和28年 12月

29日判決・高裁民集6巻 13号868頁)。

(60) 中央食品事件(公取委昭和43年 11月29日勧

告審決・審決集 15巻 135頁)。

(61) 厚谷裏児『独占禁止法入門~ (日経文庫・1993

年)54頁，実方謙二・前掲(注29)・201頁。

仰) I企業結合の考え方」第3・2.(1)(参考1)参

照。

制) 公取委平成5年4月20日。以下 I共同研究

開発ガイドライン」とする。

(帥 山下友信『損害保険実務講座【補巻】(東京海

上火災保険編)~ (有斐閣・ 1997年) 88~89 頁。

(65) 実方謙二・前掲(注 29)・424頁，正田彬『全

訂独占禁止法 II~ (1981年・日本評論社)

260~261 頁。尚，審決でこの理論が適用されて

いるわけではない。

側前掲(注62)参照。

航) 斉藤隆明「日本機械保険連盟による独占禁止



法違反事件J NBL617号 (1997年) 21~22 頁。

側) 山下友信・前掲(注64)・89頁。

制) 山下友信・前掲(注64)・89頁。

(70) ，保険業に関する実態調査報告書について」・

公正取引委員会平成10年11月13日・6，9頁。

(刈松木太郎・前掲(注39)・11頁(注4)。

(72) 村上政博 '(un独占禁止法と認可制度」・『独占

禁止法の日米比較~ (弘文堂・1992年)151頁以

下。

(73) 公取委昭和57年12月17日勧告審決・審決集

29集82頁。

(74) 公取委平成2年2月2日勧告審決・審決集36

集35頁。

ω 公取委平成7年 7月10日審判審決・『判例時
朝日~ 1535号43頁。

。。伊従寛「料金認可制の下で行われた料金協定

と独占禁止法の適用J Wジュリスト ~1140 号 103

頁(1998年)を参考にした。

(7町村上政博・前掲(注 72)。

(78) 根岸哲「政府規制産業における規制と競争機

能との交錯J W規制産業の経済法研究 1~ (成文

堂・ 1984年)166頁。

(79) 前掲(注8)参照。

(目的 斉藤隆明・前掲(注67)・21頁。

制事業者団体ガイドラインの第二・12-4，'行政

指導に関する独占禁止法上の考え方」・ 1(2)参

照。

似)説の分類の仕方は，判例時報1535号44頁

(1995年)を参考にした。

(83) 厚谷裏児「独占禁止政策と公共料金J Wジュリ

スト~ 335号(1965年)42頁。

制辻吉彦「認可運賃道守カルテルと独占禁止法」

『公正取ヲ I~ 499号 (1992年)16頁以下。

側根岸哲「道路運送法上の認可運賃制と独占禁

止法J W公正取号 I~ 499号(1992年) 5 ~ 6頁。

側舟田正之「事業規制とカルテル大阪パス協

会事件を中心として一J W公正取引~499 号 (1992

年)13頁。

(87) 今村成和「独占禁止法(新版)~ (有斐閣・1978

年)197頁。

損害保険業における競争政策に関する一考察

(88) 伊従寛・前掲(注76)・101頁以下。

仰) 舟田正之「大阪パス協会運賃等カルテル事件」

『平成 7 年度重要判例解説~ (1996年)208頁。

但し，同書次頁で，この点はおくとしてJ，前

掲(注86)の説を展開している。

側古城誠「認可運賃に反する運賃競争を制限す

ることは許されるかJ W公正取号 I~ 541号 (1995

年) 21~22 頁。

(9D 後述，第4節第1款参照。

仰) 野村証券事件(公取委平成3年12月2日勧告

審決・審決集38巻 134頁)。

側) 今村成和・前掲(注87)・76頁。

(94) 水島一也・前掲(注 41) ・ 80~81 頁。保険保

護に対する家計のニーズは一般に生活維持に基

本的な欲求が充足された後に現れ，その商品内

容の複雑性や保険思想水準の低さから保険需要

は積極的な販売により掘り起こさなげればなら

ない。

(95) a:保険技術的危険から生じる価値循環の転倒

性:保険料の原価が事後的に確定するため，過

去の統計を下に予測により保険料率設定をす

る。官険志向的な経営者の主観的・恋意的な判

断により市場の混乱を招来するほどの破滅的な

競争が生じるおそれがある。

②無限的供給拡張可能性:保険は生産と販売

が同時に行われ，理論上は契約成立時に将来の

利潤とコストを回収し生産過剰，商品在庫はな

いことになるので，保険企業が適正規模を越え

て過大なリスクを引受やすくなる。(大城裕二・

前掲(注 38) ・ 33~34 頁，井口富夫『現代保険

業の産業組織~ (NTT出版・1996年)169頁参

照。)

側長崎正造「損害保険料の算出と日本損害保険

市場J W損害保険研究~ 55巻2号 (1993年)16 

頁。

側) 根岸哲「貸切ノTス運賃カルテルと独占禁止法J

『公正取号 I~ 541号 (1995年)16頁。

(98) 辻吉彦・前掲(注84)・16頁

(99) 越知隆「保険料率の算定と規制に関する諸問

題JW東京国際大学論叢商学部編~36 号(1987 年)
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29頁。

(1同) 舟田正之・前掲(注89)・209頁。

(1m) 伊従寛・前掲(注76)・106頁。

(W1) 法的に強制されていたわけではないが高リス

クの引受拒否は実質的に難しかった。昭和40年

代に関西地区で自動車保険の引受拒否が多発し

新聞紙上や国会でまで採り上げられ社会問題化

したり，自動車保険の引受について大蔵省から

「車種別，用途別又は保険金額別に基準を設け一

律に引受を拒否しではならない」との指導が

あった。(昭和43年2月27日・蔵銀178号)

(1旧) 平均ないし平均よりもよいリスクに比して平

均よりも悪いリスクが進んで保険契約を求めて

来る傾向(大城裕二・前掲(注38)・33頁参照)

のことで，それによって保険集団の損害率が上

昇し，保険料も上昇すると保険料を割高と感じ

る平均よりよいリスクが保険集団から流出して

保険が成り立たなくなること。

(1倒)車種別 3段階(平成 10年5月より 4段階)

の年齢別，その他安全装置等。

(1田) 植草益『公的規制の経済学~ (筑摩書房・1991

年) 227~228 頁。

(附) 保険事故を発生させると高額の保険料を課せ

られる場合，損害発生率が低い危険要因区分に

自己の努力で転向ができれば(制御可能なら

ば)，契約者は損害発生防止に努めかっ損害確率

が低い危険要因区分に入れるように行動を修正

しようとするであろう。

(1町) Kenneth S. Abraham， Distributing Risk: 

Insurance， Legal TheoηI and Public Policy， 

(Yale Univ. Press， 1986)， p. 71. 

(1同) 白賠責保険の付保は車検制度とリンクしてい

るため高い付保率を保っており，自賠責保険と

任意対人賠償保険の支払保険金額比率は

67.25%: 32.74% (自動車保険料率算定会『平

成9年度自動車保険の概況』参照)。支払保険金

額の比率は徐々に任意保険が増しているが，自

賠責保険が交通事故被害者救済の基本的な補償

機能を果たしている。(鈴木辰紀「自動車保険の

現状と課題 自賠責保険を中心としてJi'保険学
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雑誌~ 532号(1990年) 42~43 頁，同「自賠責

保険の現状と課題J i'保険の現代的課題第3巻』

(成文堂・ 1995年)115頁参照。)

(1倒) Abraham， supra note 106， pp.65~76. 

(110) Ibid.， p.84. 

(lll) 但し，保険は集団の予想損害に基づいており，

細分化された個人の予定損害率は誰にもわから

ない (Abraham，supra note 106， p. 79.)。

(111) Ibid.，ρρ. 96~97. 

(llJ) 15 U. S. c. ~91691 ~ 169lf (1982) 
(114) Abraham， supra note 106， p. 94. 

(115) 石黒一憲「日本版、損保危機グへの重大な警

鐘J i'貿易と関税~ 1997 年 11 月号制~72 頁。

(llo) 出張千秋・前掲(注 10)・186頁(注 75)参照

(1991年)。

(111) 平成9年3月末自動車保険ジャーナル:農協

共済，再共済連，自治労共済，都市町村職員共

済他7共済の合計。

(118) 平成 10年 3月末では ]A共済連だけで

11. 0% (自動車保険料率算定会・『平成9年度自

動車保険の概況~)

(119) 90年代で約 18%と言われている。

(1ゆ草島清「料率競争は消費者利益を増進させる

かJ i'損保企画~ 657号(1997年) 5頁。

(121) 州によって残余市場機構は異なるが，保険会

社に引受拒否された高リスクの契約者の引受を

各保険会社に割り当てる制度。高リスク者でも

保険料の負担が可能なように保険料の上限に規

制があるため機構は常に赤字である。その損失

は任意標準市場のシェアに応じて保険会社に割

り当てられる。残余市場の仕組みゃ必要性につ

いては，堀田一吉「残余市場の経済分析J i'三田

商学研究~ 38巻5号 (1995年)37頁，同「残余

市場の機能と自由競争J i'保険学雑誌~ 558号

(1997年)1頁以下，同「自由競争の進展と残余

市場の創設問題J i'損害保険研究~ 60巻 3号

(1998年) 71~96 頁等参照。

(121)上山道生・平成 10年度保険学会報告要旨・

65~66 頁。

(123) 前掲(注 108)参照。



(帥 付加保険料率に保険者の損益が算入されてお

らず，保険引受益も損も発生しないようにして

いる。(白賠法25条)

(125) 98年10月16日共同通信社配信。

(1描)顧客選択以前に流通コストの削減や投資収益

の料率への反映が図られるべきだが，代理屈流

通機構の抵抗が大きかった等，アメリカでは競

争により流通コストは下がっていない。

(121) Leah W ortham，“INSURANCE CLASSIFI-

CATION: TOO IMPORT ANT TO BE LEFT 

TO THE ACTUARIES"， Journal 01 Law 

Rφrm vol. 19: 2 (Winter 1986)， pp. 404-

422. 

(l1i) 植草益・前掲(注105)・212頁。実際，アメ

リカでは無保険車問題や残余市場の問題が生じ

た後，近年，高リスク者向け市場の競争が激化

し，保険料水準も下がってきているようである。

(1盟) 任意市場(低リスク)から高リスクへの内部

相互補助ということになる。この赤字分の補墳

が補助金でなされるならば公平かつ料金水準そ

のものが低くなりうるが，現実的には困難であ

ろう。

(1ゆ 97年6月13日保険審議会報告「保険業の在

り方の見直しについて」第2章II3.(1)①[""料

率の高騰や引受拒否が特に発生しそうな保険分

野については，その発生が懸念される間，行政

損害保険業における競争政策に関する一考察

当局が商品・料率認可に係る最低限のガイドラ

インを設け，社会的混乱を回避しつつ自由化の

進展を促すJo

(日1) 前掲(注 17)。

(131) Esteva， supra note 9. 

(13J) 松本隆・前掲(注37)・112頁(注8)。

(lJ4)石田満『保険業法~ (損害保険事業総合研究

所・ 1996年)111頁。

(lJ5) 保険会社間で行われる競争は①製品の価格と

サービス，②製品差別化，③有能な代理屈の獲

得，④顧客・危険の選択としている。 (Wortham， 

supra note 126，ρ403) 

(1描) 保険商品の品質・価格の妥当性に関して一般

消費者が十分な判断能力を持つと前提すること

は誤りで，規制緩和の下で消費者保護の必要性

はむしろ高まるとされ(水島一也・前掲(注

40)・131頁参照。)，損害保険契約者保護機構で

は2001年3月末までは保険金を全額補償する。

しかし，それ以降は自賠責保険と家計地震保険

以外は 90%以下でしか保護されない。しかも保

護機構への拠出は健全会社からのものであり，

保護機構の設立で全てが解決するわけではな

し>0

(そうふくわき ひとし 東京海上火災保険側大

阪損害サービス第二部火災新種損害サービス課)
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